
平成２８年第５回美幌町議会定例会会議録

平成２８年 ９月１３日 開会

平成２８年 ９月１５日 閉会

平成２８年 ９月１５日 第３号



－ 103－

○議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

       （諸般の報告）

日程第 ２ 一般質問   ２番 大 江 道 男 君

日程第 ３ 承認第１２号 専決処分の承認について

            ［平成２８年度美幌町一般会計補正予算（第４号）］

日程第 ４ 承認第１３号 専決処分の承認について

             （損害賠償の額の決定及び和解）

日程第 ５ 議案第６２号 工事請負契約の締結について

（美幌町民会館改築建築主体工事）

日程第 ６ 議案第６３号 工事請負契約の締結について

（美幌町民会館改築電気設備工事）

日程第 ７ 議案第６４号 工事請負契約の締結について

（美幌町民会館改築機械設備工事）

日程第 ８ 議案第６５号 網走地方教育研修センター組合規約の変更について

日程第 ９ 議案第６６号 美幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て

日程第１０ 議案第６７号 美幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定について

日程第１１ 議案第６８号  美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について

日程第１２ 議案第６９号  平成２８年度美幌町一般会計補正予算（第５号）について

日程第１３ 議案第７０号  平成２８年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について

日程第１４ 議案第７１号  平成２８年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて

日程第１５ 議案第７２号  平成２８年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について

日程第１６ 議案第７３号  平成２８年度美幌町病院事業会計補正予算（第１号）につい

て

日程第１７ 認定第 １号  平成２７年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１８ 認定第 ２号  平成２７年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１９ 認定第 ３号  平成２７年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第２０ 認定第 ４号  平成２７年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

日程第２１ 認定第 ５号  平成２７年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて



－ 104－

日程第２２ 認定第 ６号  平成２７年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第２３ 認定第 ７号  平成２７年度美幌町水道事業会計決算認定について

日程第２４ 認定第 ８号  平成２７年度美幌町病院事業会計決算認定について

日程第２５ 意見書案第８号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書について

日程第２６ 意見書案第９号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書

について

日程第２７ 意見書案第10号 特別支援学校の「設置基準」策定を求める意見書について

日程第２８ 意見書案第11号 ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等

を求める意見書について

日程第２９ 意見書案第12号 農業・農村を崩壊させかねない農政改革とＴＰＰの拙速な国

会承認の反対を求める意見書について

日程第３０ 意見書案第13号 「米政策改革」の抜本的見直しを求める意見書について

日程第３１ 意見書案第14号 指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する意見書につ

いて

日程第３２ 報告第１４号 健全化判断比率について

日程第３３ 報告第１５号 資金不足比率について

日程第３４ 報告第１６号 放棄した債権の報告について

日程第３５ 報告第１７号 平成２７年度教育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点

検・評価の報告について

日程第３６ 報告第１８号 例月出納検査報告について（５月～７月分）

日程第３７ 閉会中の継続調査について

○出席議員

     １番 髙 橋 秀 明 君      ２番 大 江 道 男 君

     ３番 新 鞍 峯 雄 君      ４番 上 杉 晃 央 君

     ５番 稲 垣 淳 一 君      ６番 戸 澤 義 典 君

     ７番 早 瀨 仁 志 君      ８番 岡 本 美代子 君

     ９番 坂 田 美栄子 君  副議長１０番 吉 住 博 幸 君

    １１番 橋 本 博 之 君     １２番 中 嶋 すみ江 君

    １３番 古 舘 繁 夫 君  議 長１４番 大 原   昇 君

○欠席議員

なし

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員

  美 幌 町 長       土 谷 耕 治 君
教 育 委 員 会       
教  育  長

平 野 浩 司 君

  農 業 委 員 会       
  会 長       

鈴 木 幸 往 君
選挙管理委員会
委 員 長       

松 本 光 伸 君

  監 査 委 員       髙 木   清 君



－ 105－

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員

副 町 長       平 井 雄 二 君   総 務 部 長       広 島   学 君

  民 生 部 長       高 崎 利 明 君   経 済 部 長       矢 萩   浩 君

  建設水道部長       小 西   守 君   病 院 事 務 長       但 馬 憲 司 君

  会 計 管 理 者       植 木 恒 則 君  事務連絡室長       中 村 敏 文 君

  総 務 主 幹       石 澤   憲 君   電 算 主 幹       河 端   勲 君

  まちづくり主幹       露 口 哲 也 君   政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君

  財 務 主 幹       小 室 保 男 君   契約財産主幹       大 場 正 規 君

  税 務 主 幹       田 中 三智雄 君   環境生活主幹       佐々木   斉 君

  児童支援主幹       武 田 孝 司 君   福 祉 主 幹       遠 藤   明 君

  健康推進主幹       佐 藤 和 恵 君   社会福祉主幹       多 田 敏 明 君

  農 政 主 幹       渡 辺 靖 行 君   耕地林務主幹       伊 成 博 次 君

商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君   観 光 主 幹 那 須 清 二 君

建 設 主 幹       川 原 武 志 君   施設管理主幹       中 沢 浩 喜 君

  建 築 主 幹       西   俊 男 君   水 道 主 幹       御 田 順 司 君

  病院総務主幹       遠 國   求 君   事務連絡室次長       志 賀   寿 君

  教 育 部 長       高 木 恵 一 君   学校教育主幹       田 村 圭 一 君

  学校給食主幹       石 田 勇 一 君   社会教育主幹 荒 井 紀光子 君   

町民会館建設主幹 斉 藤 浩 司 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君

  博 物 館 長 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君
選挙管理委員会事務局長       
監査委員室長       

谷 川 明 弘 君

○議会事務局出席者

  事 務 局 長       藤 原 豪 二 君   次     長 橋 本 美 典 君

  議 事 係 長       橋 本   勝 君   議 事 係       寺 田   好 君



－ 106－

午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２８年第５回美幌町議会定例会第３

日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、９番坂田美栄子さん、１０番

吉住博幸さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

なお、議場音響設備調整のため、パソコ

ンの使用を許可しておりますので御承知お

き願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

既に通告しております２項目につきまして

質問をいたします。

第１は、国民健康保険税の引き下げにつ

いてであります。

美幌町の国民健康保険税１人当たり調定

額は、平成２６年度の比較でありますが、

全道１５７保険者中５１位と上位にありま

す。今年度、美幌町は、国民健康保険税を

引き下げましたが、１世帯平均１万１４５

円、１人当たり５,４８２円であります。加

入者から大変歓迎されているという状況に

ございます。

平成３０年度からの国民健康保険制度の

都道府県化を前にいたしまして、来年度、

平成２９年度が美幌町独自の国民健康保険

税税率決定の最後の機会となると考えてお

ります。

美幌町の国民健康保険税引き下げの余地

はどの程度と推察されますか。まず、お聞

きいたします。

２点目は、保険者支援制度についてであ

ります。これは、通告が間違っていたと思

いますが、平成２６年度はごくわずかであ

りまして、実際的には平成２７年度以降、

保険料の軽減に応じた町（保険者）への財

政支援が拡充されておりまして、国により

ますと、平成２７年度において、国民健康

保険加入者１人当たり５,０００円の税額が

引き下げになると、このように聞いており

ます。

美幌町において、平成２７年度、２８年

度、どの程度、国民健康保険税に充当され

たのか、お示しいただきたいと思います。

３点目は、平成２７年度国民健康保険特

別会計の決算状況についてであります。

平成２７年度の国民健康保険特別会計の

収支状況及び基金残高についてお示しをい

ただきたいと存じます。

２項目めは、宅地等寄贈への対応につい

てであります。
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その１点目は、寄贈を受けるか否か、諾

否の基準についてであります。

美幌町外に転出された方から、美幌町に

対して都市計画区域内にあります宅地寄贈

の意思が示されております。美幌町として

お受けするか、しないのか、この諾否の基

準をお示しいただきたいと思います。

また、これまでの宅地寄贈の申し出、受

理・不受理の状況についてお示しいただき

たいと思います。

２点目は、寄贈申し出への積極的対応に

ついてであります。

人口減少社会の到来によりまして、今後

は、宅地等の寄贈の申し出が増加し、美幌

町で積極的に活用してほしい、こういう要

望が増加する可能性があります。

美幌町としての公的利用はもとより、地

域の共同利用、あるいは移住施策への活用

など、都市計画区域内宅地の寄贈意思に積

極的に対応すべきと考えますが、美幌町と

しての考えをお伺いいたします。以上で

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。

初めに、国民健康保険税の引き下げにつ

いてでありますが、一つ目の国民健康保険

税の税率の改定及び引き下げに関してでご

ざいますが、都道府県への移行に伴い、市

町村は納付金を納めることとなります。道

は現在、道内の市町村ごとの医療費水準、

所得水準を考慮しながら、納付金の決定及

び標準保険料率の設定など、取り進めてい

るところでございます。

本町は、平成２８年度に保険税の税率改

定を行っており、標準保険料率が示される

前の税率の改定、保険税の引き下げは慎重

にすべきと考えているところであります。

二つ目の保険者支援制度についてです

が、国保の軽減被保険者数に応じた国の財

政支援制度（保険基盤安定繰入金）で、平

成２７年度に、１,７００億円に拡充された

ことにより、本町は２,６００万円ほど増額

交付となり、国の説明どおり、被保険者１

人当たり約５,０００円の財政支援を受けた

ところであります。

三つ目の平成２７年度の国保会計の収支

状況と基金残高ですが、平成２７年度決算

では、単年度収支で約９,２００万円の収支

不足を前年度繰越金と国保基金約１,５００

万円を取り崩して、収支の均衡を図ったと

ころであります。その結果、平成２７年度

末の基金残高は、３億４,５００万円となっ

ております。

次に、宅地等寄贈への対応について。寄

贈の諾否の基準についてでありますが、宅

地寄贈にかかわる本町の寄贈諾否の基準は

ありませんが、行政目的の用に供すること

が可能かどうか、各部局への情報提供を通

じ、位置及び面積を勘案し判断をいたして

いるところであります。

また、これまでの宅地寄贈の申し出、受

理・不受理の状況についてでありますが、

不受理した件数につきましては、正確に把

握をしておりませんが、毎年数件のお問い

合わせがあります。受理した件数は、過去

５年間で２件の寄贈を受けているところで

あります。

次に、２番目の寄贈申し出への積極的対

応についてでありますが、宅地の寄贈につ

きましては、先ほどお答えいたしましたと

おり、行政目的の用に供することが可能な

ものについてお受けをしており、今後も町

が所有することが町益につながるかを見き

わめ、判断していくべきと考えておりま

す。

一方で御指摘のとおり、今後は人口減少

社会の到来による土地寄贈の申し出が増加

する傾向が予想され、昨年策定いたしまし

た、美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中に、空き家バンク制度が登載されて

おります。現在、制度化に向けて調査研究

を行っているところでありますが、空き地
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や空き家を移住希望者がマッチングするよ

うな仕組みづくりができれば、公的利用や

地域の共同利用にもつながるものと考えら

れます。寄贈の申し出に対し、行政として

その有効活用をどのような形でできるの

か、今後とも研究を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたし

たいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせてい

ただきます。

一つは、美幌町の国民健康保険税が大変

高い水準にあるという認識について、町長

はお持ちかどうかということであります。

これは、全道の比較が出ておりますが、

国は全国国保事業状況報告書というのを、

毎年年度末に発表しておりまして、一番新

しいのは、平成２６年度の比較というもの

であります。ただ、国は発表しています

が、私などのインターネットの未熟な者が

集計はできないので、道に、データはない

かということをお聞きしましたが、道とし

ては持っていないと。国のデータを直接見

てくれということで、難産したのですが、

わかる人に打ち出してもらったのが、平成

２６年度の状況というのがございます。多

分、これらを元にいたしまして、いろいろ

な団体が国保税の比較を出しております。

これは、北海道の国保連合会が出した資

料ですが、これは３年ほど手元にありま

す。２０１４年度国保保険料１人当たり調

定額、収納率の比較でありまして、これは

１回目の質問で、全道５１位、１人当たり

調定額は１１万２,０３５円。全道１５７団

体の平均が９万３,１６７円でありますの

で、美幌町の保険税は、全道平均と比べ

て、１人１万８,８６０円高いという状況が

示されております。以下、平成２５年度の

全道平均と比べて、美幌町は３万９０２円

高いと。さらに平成２４年度は、北海道の

平均と比べて、２万１,１１０円高いという

ことで、金額を比較することができます。

そこで、どの町でも共通の話題になって

いるのですが、そもそも国保料・国保税そ

のものが、他の医療保険制度と比べて異常

に高いということです。

私は、高い保険税・料の中で比較をし

て、美幌町のランクは非常に上だというこ

とを申し上げているのですが、ちなみに、

一番新しいので、平成２６年度の比較で

は、全道５１位ですが、その前年は、全道

３５位、その前も全道３６位ということ

で、１５７団体中で言えば、常に上位にあ

るということで、どこの国保も高いのだけ

れども、その中で常に上位にあるという状

況を、まず町長はどのように認識されてい

るか、お伺いをいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、議員がおっし

ゃったように、全道１５７団体のうち、平

成２６年度については、５１位。保険税の

調定額でいうと、１人当たり１１万２,０３

５円ということであります。

これは、高いのか安いのかというような

お話でありますけれども、美幌町における

医療資源を考えると、美幌町に住んで高度

医療を受けたり、あるいは日常的に病院に

かかれるというような状況を考えると、決

して極めて高いという認識にはないわけで

ありまして、医療環境を含めて考えなけれ

ばいけないのではないかと思っておりま

す。そうした意味で、極端に極めて高いと

いうような認識には至っていないところで

ございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 私は、収納率が低

いからなのかということで、収納率も調べ

てみました。この点では、国保連合会のデ

ータの中にはなかったので、別なもので見

ましたら、美幌町は、現年の収納率９７.５
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５％ということで、全道の平均が９０.７

６％ということですから、相当高い水準に

あり、町民は真面目に、高いがしかし払う

べきものは払うという状況になっていま

す。多分、再来年から道に移管された場合

でも、被保険者１万人以下の団体につい

て、収納率の目標が最大で９５％というこ

とになっておりますので、美幌町５,７１５

人の被保険者ですので、この点からいく

と、目標以上の実績を誇っておりまして、

収納率９５％以上の保険者については、特

別の目標は定めないということで、引き続

き努力をしてほしいという水準にあります

ので、大変優秀な状況になっているという

のが実態だと思います。やはり、個人の責

任では全くなくて、美幌町は全体として大

変高い水準にあるというように思います。

そこで、２点目にお伺いしたいのです

が、この美幌町で、毎年の国保会計は、黒

字を続けておりまして、余ったお金は基金

という形でこの間保有されております。私

も何回か取り上げておりますが、御答弁の

中で、平成２７年度の基金保有は３億４,５

００万円であるということで、今年度に引

き継がれているというように思います。美

幌町の、この基金の保有というのは、全道

１５７団体の比較の中でいえば、どういう

レベルにあると町長は御認識されています

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 美幌町の基金

の保有残高でございますが、資料としまし

ては、管内の部分しか今は手持ちにござい

ませんけれども、平成２６年度の管内の決

算状況等を見ますと、美幌町の保有金額、

２６年度決算ですから、先ほどの３億４,５

００万円とは少し異なりまして、３億６,０

００万円ほどですけれども、管内では北見

に次いで２番目の高さでございます。２５

年度、その前の２４年度については、管内

で１番保有していたという状況にありま

す。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） この点で、美幌町

の年度末基金で申し上げますが、先ほど、

平成２７年の決算は３億４,５０３万１,０

００円でありますが、前年の２６年は３億

６,０７９万７,０００円、２５年度末、３

億６,０６４万２,０００円、２４年度末、

３億６,０４８万４,０００円と、このよう

に平成２３、２２年――平成２２年は３億

６,０００万円を若干切っていますが、３億

５,９１６万４,０００円というレベルで

す。この基金の保有の目的は、当然あると

思いますが、国の基金保有の指針というの

は、幾らになっていますか。

医療費・医療給付費の過去３年間の平均

額の５％という指針が示されております

が、これに対して、美幌町の２７、２６、

２５年３年間の国の指針どおりでいえば、

幾らの基金を指針とされているのかと。そ

の指針額という点では、幾らなのか、お示

しいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） ただいま御質

問のありました基金の必要額は、国民健康

保険財政の基盤安定を強化する観点から、

過去３カ年における保険給付費平均額の

５％以上に相当する額を積み立てるという

ことで、他項の答弁でもお示ししていると

ころでございますが、今は２７年の分は出

しておりませんので、２４年から２６年の

３カ年の決算ベースで試算いたしますと、

３カ年平均で２３億１,３００万円となり、

この５％ということになりますと、１億１,

５６９万５,０００円という数字になってお

ります。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 私も町にお聞きい

たしまして、平成２７年度を含めて試算を

いたしましたら、若干ふえているかと思い

ますが、それにいたしましても、国は医療
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費の予期しない増額があったなどなどに備

えて、全国の市町村に対して３年間の医療

給付費の平均の５％程度ということで、町

の試算によりますと一億一千五、六百万円

ですから、その３倍の基金を常時保有して

いるという状況を、私はこれまで何回か指

摘をしてきたのですが、いよいよ変えなけ

ればならないのではないかと思っておりま

す。これは平成２７年の決算で、１世帯１

０万６,７８７円、加入者１人頭６万２９９

円という金額になります。

そこで、平成２６年度の全道１５７保険

者ごとの基金保有状況を調べてみました。

基金を持たないというところが３９団体あ

ります。大きな町、例えば札幌のように大

きくなりますと、基金は１６億６,５００万

円持っていると。旭川は１４億８,８００万

円持っているというようになりますが、加

入者数が絶対的に多いので、結局は、美幌

町は人口の多いところと比較をしても仕方

がないと思います。

特徴としては、小さな町や村で美幌町の

世帯当たり、あるいは人口当たりの基金を

超えるというところはあります。小さいの

で何かがあったら大変だということのあら

われかと思います。

そこで、人口２万人を超える美幌町以上

の町で、世帯当たり１０万円を超える、あ

るいは加入者１人５万円を超える自治体は

ないかということで調べましたら、一つも

ありません。美幌町だけという状況で、一

定の人口規模を持っている町で、美幌町の

ように高額な基金は持っていないというこ

とが明らかになっています。

こういう状況で、なお、基金を保有し続

けるというのは、私は意味がないのではな

いかというように思うのですが、いかがで

しょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 国保の基金をなぜ

持たなければいけないかということは、や

はり安定的な運営をするためには、一定の

基金を持たなければいけないということだ

ろうと思います。

そのような中で、例えば、ほかの町村の

状況がちょっとよくわかりませんけれど

も、高度医療が使える、あるいは高齢化率

であるとか、あるいは加入者の状況によっ

てそれぞれ持つお金も変わってくるのでは

ないかと、そんな思いをしているところで

ございます。

例えば、高度医療のことでいえば、平成

２６年度は７０万円以上の高額な医療費に

かかる件数は２９６件で３億４,６００万円

という数字も出ておりますし、１件当たり

でいいますと、２７年度でいうと、お一人

で６６０万円という医療費があったことも

あります。あとは、いつも言っております

けれども、はやり病があるかどうかという

ことも影響としては考えなければいけない

のではないかと思っております。

それで、３９の自治体が基金を持たない

というようなお話でありましたけれども、

これは毎年、税率を変えて、料率を変えて

いくということなのかどうか、ちょっとよ

くわかりませんが、いずれにしろ、私ども

の町については３億４,０００万円程度の基

金を持っているということであります。こ

とし、料率を見直しさせていただきました

けれども、これが来年２９年度以降、保険

者の一元化によって、どうなるか全く予想

がつかない中、やはり一定の基金を持たな

ければなかなか運営は難しくなるのではな

いかと、そのような思いでありますので、

御理解をいただきたいと思っているところ

でございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 国の指針の前提と

して、不測の事態に備える、あるいは国保

財政運営の健全化のために基金を持つよう

にということで、それ自体は一定の根拠を

持っているというように思います。

そこで、先ほど札幌・旭川も相当多額の
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基金を持っているということを申し上げま

したが、札幌で１６億円、旭川で１４億

円、これは世帯が多いので、平成２６年度

では資料不足で比較ができないのですけれ

ども、その何年か前の全道比較が手に入り

まして、それで見ますと、世帯当たりでい

えば、札幌市８,０５０円、旭川市４万４,

８１４円なのですが、札幌では高い国保を

引き下げるためだと思いますが、世帯当た

り、基金残高の２倍に当たる一般会計の独

自繰入金１万６,７３６円、旭川市で２万

４,８６５円を支出していまして、国保税が

引き上がるのを政策的に抑えているという

状況があります。ですから、基金をたくさ

ん持っているから、必ずしも国保会計が健

全だとは一概には言えません。一般会計か

らの繰り入れを見ていかなければならない

という状況ですが、そこで伺います。

私は先ほど、美幌町は平成２２年度以

降、年間３億６,０００万円ぐらいの基金を

常時保有しているということを申し上げま

したが、一般会計で法定外の繰り入れ、い

わゆる国保料引き下げのために支出してい

る事実はありますか、お伺いします。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 国民健康保険

特別会計における一般会計からの繰り入れ

のお話だと思いますが、現在、国民健康保

険特別会計におきましては、国が地方財政

計画で定めております法定部分、ルール分

と言われる繰り入れを行っているだけで、

法定外の部分については繰り入れを行って

いないということでございますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 結局、美幌町は保

険税でいただいたもの、一般会計繰り入れ

というのはもちろんありますが、法律で繰

り入れることが義務づけられて、その原資

についても指示されていて、全道・全国ど

こでも義務づけられている一般会計を通し

た繰入金以外は、いわゆる国保税引き下げ

のためには、１円も使われていないという

ことですから、この国保基金というのは、

言ってみれば、加入者が努力をして支払っ

た保険税の剰余金ということになるわけで

す。そういうふうに見てみますと、もっと

私は真剣に国保税引き下げのために努力す

べきものではないかと思っております。

そこで、かかわってきますので御質問し

ますが、保険者支援金というのが、主とし

て平成２７年度以降、今年度の２８年度も

含めて、全国１,７００億円で、美幌町でい

えば、平成２７年度では２,６００万円とい

うことですが、このお金は、国保税引き下

げのために使うということを主な目的とし

て全国に出されています。加入者１人頭で

いえば、５,０００円の引き下げがもともと

できたものですが、美幌町はこの支援金が

国保税引き下げに使われましたでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 保険基盤安定

負担金といたしまして、保険者支援分とい

たしまして先ほど御説明したように、平成

２７年度におきましては、対前年より２,６

７８万円増額となりまして、この分を国保

会計に繰り入れを行っているところでござ

いますが、国の通知によりますと、この算

定につきましては、低所得者向けの保険料

軽減措置の拡充という形でなされたもの

で、保険料の軽減対象となる低所得者数に

応じた自治体への交付金となっておりま

す。

２７年度に、この分の負担金が増となっ

たということで、町としましては、こちら

の保険税の税収の内訳、軽減分に充てると

いうことではなくて、論議した中では、一

応平成２７年度につきましては、この国か

らの支援がありますけれども、医療費等の

伸びを勘案しまして、そのままの税率で行

うということで判断させていただきまし

て、国保会計の医療・介護・後期の区分の
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不均衡の是正もありましたので、平成２７

年度にそういう安定化部分を含めて検討し

まして、２８年度に改正したというような

経過になっておりますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 答弁書では、平成

２７年度に２,６００万円ほどということ

で、端数はあるようです。２年、多分同じ

水準で来たとすれば、２７、２８年を合計

しますと、５,２００万円余りの支援金が美

幌町の国保会計に入っている。２年分です

から、加入者１人平均でいえば、１万円を

超える金額になっているかと思います。

平成２８年度で、実は美幌町は、加入者

１世帯平均１万１４５円、１人当たり５,４

８２円の税の引き下げがありますが、支援

金自体で１万円を超える金額がきていて、

実際に税の引き下げは１人当たり５,４８２

円ということで、支援金にまだまだ余裕が

ある。ですから、３億５,０００万円、６,

０００万円という基金については、一切、

手がついていないと。こういう状況になっ

ています。

それで、この支援金は、来年も再来年も

ずっと出されるという予定ですが、再来

年、道に移管というのか、道と市町村との

共同経営になるのでしょうか。それで、先

ほど町長も、道に移管になってどういう事

態になるのかということで、不確定要素が

あるので、税の引き下げなどについては慎

重であるべきだというような意向が示され

ました。

それで、この支援金ですが、都道府県移

管に再来年なりますが、都道府県に対して

財政安定化基金が設置されて、市町村で基

金を持つ必要がなくなっているのではない

かと思うのですがどうでしょうか。

美幌町が工夫して基金をためているけれ

ども、それにかわる制度を、北海道に国が

支援金を出して、財政安定化基金が設置さ

れるという予定になっているわけで、国保

税が高いと悲鳴が上がっているのに対応し

て、都道府県が責任を持ちなさいというこ

とで、市町村が持っている基金を肩がわり

するような制度がつくられようとしている

わけで、美幌町として基金をずっと持つと

いうことは、必要がなくなってきているの

ではないかというように思いますが、いか

がでしょう。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 今、大江議員

がお話のとおり、平成３０年度からの都道

府県への移行に伴います財政安定基盤の負

担つきましては、国も基金を準備してとい

う情報は得ております。

先ほどお話ししました、うちの基金につ

きましては、北海道へ移行した際に、今度

は美幌町が北海道に納付金を納める形にな

りますが、この納付金の水準につきまして

も、現在ワーキンググループ等で協議をし

ておりますが、道の国保運営方針の中で論

議されて、決定される形になっておりまし

て、今の美幌町の保険税の負担区分に見合

うものなのかどうなのか、それより上がる

のか下がるのかという部分も論議をしてい

る最中でございます。今、美幌町で持って

いる基金につきましては、納付金に関する

財政調整の財源とすることもできるという

ことになっておりますので、ある程度の基

金は保有していきたいという考えでござい

ます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 調べてみますと、

財政安定化基金、国保で平成３０年に北海

道などの都道府県で持つであろうという中

身は、介護保険の財政安定化基金とほぼ同

様であるということでありまして、見込み

を上回る医療給付費の増、あるいは保険料

収納不足などによって――介護の場合は、

市町村の介護保険特別会計に赤字が出るこ

ととなった場合に、財政補填をするという



－ 113－

仕組みです。これと同様だということにな

りますと、美幌町でも基金を持ち、道でも

基金を持つということで、二重の基金を持

つことになっていて、市町村の保険者単独

で持つ必要が、額面どおりで言えば、なく

なっていると私は思っています。そういう

点で、年内にも都道府県に移管となり広域

になった場合に、美幌町としての保険料が

早ければ１０月にも示されるのではないか

という状況で、それも見えてくるかと思い

ます。

私は、国保税を支払っている人たちの重

税感を、やはり町長に直視してほしいと。

そして、引き下げ余地というのは、国の指

針を別にすれば、１人６万円にも達するの

だということを考えた場合に、今年度１人

５,４８２円というのは、美幌町の国保会計

の財政状況から見たら、全く努力したこと

にはなっていないという状況を、ぜひ御承

知いただきたいと思っています。

町議会も、国保の決算の認定作業の中

で、やはり税が高いということと、国保の

基金があるので、これらを活用して引き下

げを行うべきだという全会一致の意見書も

出ているということを考えた場合に、平成

３０年の都道府県移管によって、初めて美

幌町の国保税が引き下がったなどとなれ

ば、美幌町としての努力は、誰にも映らな

いのです。都道府県移管が美幌町の税を引

き下げたということにつながるので、私は

今の時期に、大いに考えなければならない

というように思います。

美幌町単独で保険料率、賦課を調整でき

るのは、来年度が最後の機会だということ

を、ぜひ押さえていただきたいと思います

がいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 制度の安定のため

に、都道府県が財政運営の責任主体になる

ということであります。

それで、例えば給付に必要な経費につい

ては、全額都道府県が見るというようなこ

とまで示されておりますけれども、細かい

ところは、まだ具体的に示されていない部

分があります。今、議員がおっしゃったよ

うに、１０月あるいは、それ以降になるか

わかりませんけれども、それをしっかりと

見ながら判断していかなければいけないと

思っております。そんなことで、この一体

運営といいますか、この詳細をまずは見な

ければ、判断つかないところもあります

が、いずれにしろ３億４,０００万円の基金

を持って、これについては、やはり今まで

納付してきた方に還元すべきだというお話

でありますけれども、これも、いつも大江

議員とこの話をすると、はやり病を含め

て、一定の金額を持たないといけないとい

うことなどの話になります。やはり、この

美幌町における加入者の状況も含めて、考

えていかなければいけないだろうと思って

おりますし、豊富とは言えないこの地域の

医療資源も含めて考え合わせると、一定の

基金を持たなければいけないと思っており

ます。ただ、１億１,０００万円がいいのか

どうか、５％がいいのかどうかということ

も、考えなければいけないと思います。

国の指針といいますか、厚生労働省保険

局の国民健康保険課長通知によると、５％

相当額というようなお話でありますけれど

も、そうすると、先ほど民生部長も答えた

ように、１億１,０００万円の基金を持って

いれば大丈夫だと、太鼓判を押して胸をた

たいて言えるかどうかというのは、私もあ

る面、自信がない部分がありますので、ど

の程度が適切なのかについては、今後また

論議をしていきたいと、そのように思って

いますので、御理解のほどよろしくお願い

をいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 余力があることに

ついて議論をするというのは、いささか不

思議な感じがいたします。赤字で大変だ

と、どうするのだというのと違って、随分
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金額はあるのだけれどもこれはどうしたら

いいかということで、国の指針の３倍ほど

持っているのだけれどと言った途端に、多

分先ほど全道の３９団体については、基金

を持っていないのではなくて、持てないの

だと思います。好きか嫌いかではなくて、

基金など保有ができないと。一般会計など

から、税引き下げのために繰り入れはして

いるけれども、なお基金が持てないいう状

況を考えたときに、美幌町としてあと残さ

れた数カ月になるかと思いますけれども、

いただいてきた基金をどうするかというの

は、原資は一般会計から充てたものではな

いことは明らかになっているわけですか

ら、納入した被保険者にお返しすると。全

額となれば、１人６万円になりますけれど

も、そこまでは、全額戻せとは申し上げま

せんが、相当多額のお返しができる余地を

持っているということを指摘いたしまし

て、次回こういう議論をしなくて済むよう

な処置をぜひ望みまして、次の質問に移り

ます。

宅地などの町への寄贈について御答弁を

いただきました。答弁の趣旨は、行政目的

の用に供することが可能なものについては

寄贈を受けるということであります。

それで、実態であります。宅地を売りま

すという看板は、最近では猛烈に町長も御

存じのとおり目に入ります。しかも、長い

間なかなか売れないということで、実態は

草ぼうぼうということで管理がされていな

いため、景観にも支障を及ぼすという状況

であります。当然、所有者は個人なので、

何とかしてと言っても、景観をきれいにす

るために、例えば花壇にしますとか、年何

回も芝を刈って誰でも遊べるようにします

などということにはなっていませんし、多

分ならないというように思います。

そこで、町が公共的に利用するという物

差しだけではなくて、もっと住んでいる人

たち共通の財産として、積極的に利用する

という道が開かれたときに、景観もよくな

るし、土地の有効利用ということになるの

ではないかというように思います。

固定資産税が評価額の１.４％、都市計画

税が０.３％、所有者はずっと払っているの

です。けれども、利用の目的がないので売

りますという看板が出ている。１０年、２

０年、３０年と看板が出たっきりで、土地

は有効利用が一切されていないと。町のお

荷物という状況です。公的利用の計画がな

い限り、引き受けないというようになる

と、個人も税負担をする、周りの人は何と

かしてよと、雑草が生えているという状況

はなくならないわけです。

私は、第１回目の質問でも申し上げまし

たが、公的利用、公共利用、あるいは地域

の共同利用、さらには、町に人口がふえる

のであれば、ただでいただいた土地を、例

えばただで手に入ったのだから、美幌町に

来ていただけるのであればただで提供しま

すということなども含めて、ここは相当知

恵の出しどころではないかというように思

うのですが、いかがでしょうか。

大いに、町民的な議論、これは民業圧迫

という要素もあります。不動産業者にとっ

てみれば、手数料が入ってこないというこ

とがありますが、場合によっては何十年も

税を払い続けて、自分が死んだ後には子孫

に税を払い続けさせて、そして個人の管理

は当然行き届かないということではなく

て、町民の財産として、大いに寄贈してい

ただけるのであれば引き受けますと。その

アイデアは大いに出してほしいと。役場も

考えるけれども、町民的な議論をしましょ

うということで、美幌町に土地などを寄贈

したい――建物となると壊さなくてはなら

ない費用が発生しますので、更地であれば

積極的に引き受けますという方針をお示し

になったほうがいいのではないかと思うの

ですが、町長いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁で、

今後についても、町が所有することが町益
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につながるのかを見きわめて判断していく

べきだという答弁をさせていただきまし

た。

それで、今議員がおっしゃるように、こ

の町益の範囲をどう見るかということだと

思います。町益の中には、町の本当に利益

となること、あるいは町民の皆さんにとっ

て利益のあること、こういったものも含ま

れていると思いますけれども、いずれにし

ろ、公的な利用ができるかどうかというこ

とが一つの物差しだと思います。

この公的な利用をどうするかというとこ

ろが、大江議員がおっしゃるような知恵と

工夫の出しどころだと思います。例えば、

今は除雪しても雪の投げる所がないという

お話もだんだん広がってきておりますの

で、そういった公的な利用をどこまで拡大

していけるか、それは発想だと思いますの

で、今後とも職員含めて、発想豊かに公共

的な使い道をどこまで広げていけるか、十

分検討していきたいと、そのように思って

おります。

そのことで、寄贈者・寄附者の意思に沿

うのであれば、引き受けていくということ

を考えていきたいと、そのように思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） ぜひ、町民的な議

論を大いにしながら、積極的に考えるとい

うことで、町長が先頭に立っていただけれ

ばと思います。期待を申し上げまして質問

を終わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 期待に沿えるよう

に、なお検討してまいりたいと、そのよう

に思っております。

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。

以上で一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１１時１５分といたします。

午前１１時０２分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 承認第１２号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 承認第

１２号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２ページ

になります。

承認第１２号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。

３ページになります。

専決処分書でございます。

平成２８年度美幌町一般会計補正予算

（第４号）について、平成２８年８月台風

による大雨災害対応のため急を要するの

で、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分する。

専決日につきましては、平成２８年８月

１７日でございます。

５ページをお開きいただきたいと思いま

す。

専決内容について御説明を申し上げま

す。

平成２８年度美幌町一般会計補正予算

（第４号）。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４,７９６万円を追加し、歳入歳出

それぞれ１０３億２,０５９万９,０００円

とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で
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御説明を申し上げますので、議案１５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

歳出について御説明を申し上げます。

災害対策事業１５８万４,０００円の増で

ございますけれども、まず、臨時職員賃金

９４万８,０００円につきましては、災害対

応に当たりました臨時職員並びに嘱託職員

２１名分の時間外でございます。

次の消耗品につきましては、避難所及び

災害対応用の消耗品購入費でございます。

一つ飛びまして、食糧費５２万５,０００

円でございますけれども、これにつきまし

ては、避難者及び災害対応職員等の弁当あ

るいは飲み物等の経費でございます。

それから、委託料、災害対策用バス運行

委託料３万８,０００円につきましては、日

の出地区の避難者送迎用にバス２台、そし

て消防団の水防活動用にバス１台を運行し

たことによります委託料でございます。

次に、予防費の消耗品１万１,０００円に

つきましては、日の出地区敷地冠水消毒用

の消耗品購入費でございます。

続きまして、ごみ処分場維持管理事業費

の２６３万４,０００円でございますけれど

も、これは、処分場の放流水が濁り、第２

期処分場の貯留水が雨水管へ流入している

ことが原因と思われることから、その応急

措置を講ずるための経費でございます。

消耗品費６２万５,０００円につきまして

は、サクションホースの購入費です。

修繕料１１５万９,０００円につきまして

は、第２期処分場の雨水マンホール修繕の

費用でございます。

機械器具８５万円につきましては、ポン

プ購入を行うための費用でございます。

それから、農林水産業費の林業振興費で

ございます。これは豊岡・福住・古梅など

の林道復旧に係る経費でございます。

消耗品費の３６万８,０００円につきまし

ては、復旧用の土のう袋等の購入費でござ

います。

それから、燃料費と自動車等借上料につ

きましては、被災箇所復旧のための重機の

借り上げとその燃料でございます。

原材料費１９万５,０００円につきまして

は、木ぐい等の原材料を購入するための費

用でございます。

次に１７ページをお願いいたします。

観光施設維持管理事業費１７万３,０００

円につきましては、美幌峠レストハウスポ

ンプ制御室の受水槽に土砂が混入したた

め、その水抜き清掃を行うための委託料で

ございます。

次に、土木費の道路橋梁維持管理事業費

７０５万円でございます。

まず、自動車等借上料３６３万７,０００

円と原材料費３４１万３,０００円について

でございますけれども、これは、高野１３

３号道路と駒生・美富の８１７号道路の復

旧に係る重機借り上げと砂利等の原材料に

係る経費でございます。

それから、堤内排水対策事業費１,４０８

万８,０００円についてでございます。各樋

門排水ポンプ設置等委託料でございますけ

れども、これにつきましては、ポンプ設置

及びその監視が８日間、１０カ所になりま

すけれども、この経費が１,３６０万円。リ

ースの機材にかかる経費が６日間で１７８

万８,０００円。開発ポンプ車・投光車にか

かる経費が６日間で２１０万円ということ

で、総額１,７４８万８,０００円でござい

ますけれども、既存予算３４０万円を差し

引いた１,４０８万８,０００円について補

正をお願いするものでございます。

次に、公園維持管理事業費でございま

す。

１４２万６,０００円につきましては、河

畔公園ソフトボール場が冠水し、土砂の堆

積あるいは漂流物等があるため、その撤去

をするための費用でございます。なお、こ

の災害によりまして、ソフトボール場の利

用については、現在困難な状況だと理解を

しているところでございます。

続きまして、教育費の体育施設費、屋外
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体育施設維持管理事業費でございますけれ

ども、まず修繕料の９４万４,０００円につ

きましては、柏ケ丘クロスカントリーコー

スの照明灯が倒木により断線をいたしまし

た。その修繕料として３５万円を、パーク

ゴルフ場内の園路９カ所の洗掘・土砂堆積

による修繕料５９万４,０００円をそれぞれ

計上するものでございます。

手数料の３万６,０００円につきまして

は、網走川河川敷の簡易トイレが冠水した

ことによるくみ取りに係る手数料でござい

ます。

自動車等借上料２８万４,０００円につき

ましては、簡易トイレ・休憩所の再設置に

係る重機の借上料でございます。

それから、１４款の災害復旧費でござい

ます。一番下の林業施設災害復旧事業でご

ざいますけれども、５６万７,０００円の修

繕料につきましては、古梅大古林道の法面

崩壊に係る復旧費でございます。詳しく

は、後ほど担当部長より御説明をさせてい

ただきたいと思います。

続きまして１９ページでございます。

道路橋梁災害復旧事業６９８万６,０００

円でございますけれども、これにつきまし

ては町道７路線の歩道陥没・路肩洗掘等に

よる被害復旧費でございます。

それから、その下の河川災害復旧事業に

つきましては、女満別川・田中川・登栄

川・豊幌川・木禽川の５河川での法面流出

被害の復旧費用でございます。この道路と

河川の災害復旧事業につきましては、後ほ

ど担当部長より御説明をさせていただきた

いと思います。

次に歳入について御説明を申し上げます

ので、１２ページ、１３ページをお願いし

たいと思います。

１９款繰越金でございます。

前年度繰越金の増４,７９６万円でござい

ますけれども、これは今回の補正に係る財

源を前年度繰越金に求めるものでございま

す。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 公共土木

施設災害復旧費に計上しております災害復

旧事業について御説明を申し上げます。

参考資料の１ページをお開き願います。

資料１、承認第１２号関係でございま

す。

今回、災害復旧費で計上させていただい

ております道路及び河川の修繕箇所は、図

面記載の１２カ所でございます。

まず道路修繕でありますが、図面の上よ

り番号１、報徳の第１９号道路は、報徳第

１会館から女満別側を向いて、報徳共同墓

地を過ぎた一番低い箇所の道路右側の路肩

洗掘で、復旧延長は９メートル、予算額は

５６万６,０００円でございます。

次に図面番号２番、報徳第２２号道路

は、女満別に向いて、安全建設さんの産業

廃棄物処分場を過ぎた一番低い箇所で、道

路右肩の法面が大雨により飽和状態とな

り、全体的に滑ったもので、復旧延長は１

３メートル、予算額は２１５万２,０００円

でございます。

次に図面番号３、報徳の第１４９号道路

は、駐屯地北側の女満別に向かう町道で、

側溝流末のコンクリート管が土砂により閉

塞し、上部の覆土が洗掘されているもの

で、復旧延長は１６メートル、予算額は６

４万８,０００円でございます。

次に図面右側、番号４、豊富の第８７６

号道路は、道道東藻琴豊富線を福住から１

キロメートルほど入り右折した町道で、道

路の路肩が洗掘され、コンクリート側溝の

一部が露出している状態となっているもの

で、復旧延長は１０メートル、予算額は６

８万１,０００円でございます。

次にその下、図面番号５、古梅の第８６

１号道路は、古梅総合センター手前を左に

入る町道の明渠脇の洗掘で、復旧延長は２

５メートル、予算額は６２万７,０００円で
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ございます。

次に図面番号６、古梅の第３４号道路

は、古梅ダムに入る町道で、左側の路肩が

２カ所にわたり洗掘されており、復旧延長

は４０メートル、予算額は１５２万３,００

０円でございます。

次に左側中央の図面番号７、役場前の芙

蓉建設さん前の町道で、歩道の舗装下が空

洞になっていたもので、復旧延長は４メー

トル、予算額は７８万９,０００円でござい

ます。

以上、修繕工事として発注を行う町道の

災害復旧箇所は７件で、被災箇所の発見

後、直ちにバリケードや点滅等による保安

対策を講じるほか、通行が可能な状態に仮

復旧をした後、補修工事を行うものであり

ます。

引き続き、河川の災害復旧箇所について

御説明を申し上げます。

図面右側の番号８、女満別川、田中の加

藤さん付近の河川の左岸洗掘で、復旧延長

は１３メートル、予算額は５１万７,０００

円でございます。

次に、図面番号９、田中川、田中の和田

さん付近の河川の右岸洗掘で、復旧延長は

２２メートル、予算額は１３５万円でござ

います。

次に図面番号１０、登栄川、福住の山中

さん前の河川の両側の洗掘で、復旧延長は

９３メートル、予算額は４７９万６,０００

円でございます。

次に図面番号１１、豊幌川、豊幌の吉田

さん付近の河川の両側の洗掘で、復旧延長

は５０メートル、予算額は１１７万８,００

０円でございます。

最後に、図面番号１２、木禽川、豊岡の

名古屋さん付近の河川の右岸の洗掘で復旧

延長は２２メートル、予算額は２９７万円

でございます。

以上、修繕工事として発注を行う河川災

害復旧箇所は５件であります。

今回、御説明させていただいた修繕工事

の発注については、９月９日に発注を終わ

らせ、復旧工事を現在進めているところで

あります。また、このほか、直営や車両の

借り上げによる復旧工事を行っており、建

設水道部所管の道路・河川・公園等の施設

の被災箇所は全体で５５カ所となってお

り、随時復旧を終了させているところであ

ります。

以上、御説明を申し上げましたのでよろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 林業施設災害

復旧事業につきまして御説明申し上げま

す。

参考資料の２ページをお開き願います。

今回の議案で補正予算を計上いたしてお

ります、経済部が所管する災害復旧事業

は、図面記載の１カ所でございます。

図面右下①、大古林道であります。地区

名は古梅、被災箇所は字古梅、古梅から登

栄に向かう路線の中ほどになります。被災

状況は、谷側の法面の崩壊であり、法長が

１５メートル、幅１２メートル、高さ７メ

ートルであり、修繕料として５６万７,００

０円を計上しております。この事業の発注

につきましては、９月１日に行っておりま

す。

以上、御説明を申し上げました。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） １７ページ、堤

内排水対策事業費のところで、１,４００何

万円という数字の中で、開発に御出動を願

ったというお話がありました。聞き違いで

あれば遠慮なく言っていただきたいのであ

りますが、簡単に言えば、ポンプ車とそれ

に付随するものも含めて、いま一度、開発

に御協力願った費用の細部をお教え願いた

い。と申しますのは、議運のときに、開発

には２１０万円というくくりの中の御説明
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をいただいたものですから、そういう意味

で今後しっかりした認識を持ちたいため

に、もう少し細部を教え願いたいというの

が、まず１点であります。

同じく、参考資料の地図をもって説明が

あったのですが、思いとしては、復旧工事

は速やかに完了していただかないと、例え

ば道路にしても二次災害、事故があった

ら、道路管理者も別な面で訴えられたり、

補償を求められることがあろうかと思いま

す。そういう意味では、工期について、ど

のようなお考えを示されているのか。例え

ば、少額な工事もあったように思います

が、私は速やかにやることがいいと思って

います。そういう意味で表向きの工期もあ

ると思いますが、受注した業者に対して、

速やかにやってほしいという考えをしっか

り伝えているのかどうかという観点で工期

の設定も含めて教え願いたいと思います。

以上２点、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。

○施設管理主幹（中沢浩喜君） まず１点

目の、開発のポンプの関係ですが、まだ請

求はされてきておりません。

開発のポンプ車は、通常に借りる場合は

リース料がかかりますけれども、災害時の

応急・復旧等の作業で使用する場合は、無

償で借りられることになっております。

それで計算なのですが、労務費とポンプ

車の燃料代、プラス事業者が使うライトバ

ンや２トンのユニック車など、自動車の料

金なども含めて、昨年度も請求がされてお

りますので、それを１日当たりにならすと

大体３５万円で、８月２０日、２１日、２

２日、２３日、３０日、３１日の６日間に

３５万円をかけて、２１０万円という数字

を算出しております。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ２点目に

御質問されました、災害復旧の工事の対応

でございます。

まず大雨災害がありましたら、私どもで

班編成をしまして、各被災箇所の道路全て

の確認をするということでパトロールをし

ております。

今回も大雨が大きく３回起きております

けれども、その都度点検をさせていただき

ながら、洗掘箇所等がありましたら、二次

災害を防ぐために応急の対応として、土の

うですぐに対応する部分とか、バリケード

で塞いだりとか、当面の対応をするという

ことでございます。

その中でも、先ほどの原材料費、自動車

等借上料で行っているようなところについ

ては、農作業の影響が出てくる箇所でもあ

ったので、すぐに対応したところでありま

す。

それで今回、道路・河川として修繕させ

ていただく箇所は、９月９日に発注をさせ

ていただきました。これにつきましても、

８月いっぱい雨が断続的に降りまして、河

川の対応に時間を取られたということもあ

りまして、そういう面では発注がおくれた

という面もあるかもしれませんが、最大限

努力したところでございます。

それで、工期につきましては、１０月２

８日までを工期としまして、それぞれ業者

に早急に対応をしていただくようにお願い

をしたところであります。

災害箇所については、被災の起きやすい

場所でもありますので、災害復旧に対して

は、監督員も注意を払いながら、今後継続

して災害が起こらないように、最善の対応

をとりながら工事を進めていただくように

現場管理をしていくというところでありま

すし、業者の方にもそのような形でお願い

しているところでありますので、御理解の

ほどお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 経済部所管の

林道の災害復旧工事の関係でございます

が、林道につきましても、河川・道路と同

様に、被災後、直ちに職員並びに直営の作

業班で現場を確認しております。



－ 120－

その結果、直営ですべきもの、外注でお

願いするもの等を区分した上で９月１日に

発注しており、工期は１０月３１日までと

なっております。

なお、こちらにつきましても、工期はと

っておりますが、早期復旧のため、速やか

に完成できるよう御協力いただきたい旨を

施工業者と協議をしている状況でありま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 皆さんが御苦労

なさって発注に当たったという意味では、

努力されているなという思いであります。

私がお聞きしたかったのは、もう一度述

べさせていただきますが、復旧というの

は、もちろん発注後、速やかにやっていた

だくのが、いろいろな社会的事故も今後避

けなくてはいけないという趣旨でお聞かせ

願っているところです。ですから、釈迦に

説法ですけれども、５０日間ぐらいの日に

ちよりも、金額からいったら、例えば、ど

う見ても３日で――特殊な材料がない限

り、専念すれば――私は地図上ではわかり

ましたけれども、そんなにかからないだろ

うと。そういう意味では、行政も請け負っ

た業者に対して、最大限の努力をしてくれ

ということを申し上げているのか、しっか

り発注者としても受注した業者にはそうい

う趣旨をお伝えして、なおさら実質的な工

期のお願いはすべきではないかという意味

です。

もう１点、そのためには、例えば材料の

話をさせていただきますが、砂利の品質管

理の書類だとか、コンクリートますにして

も、品質証明の書類だとか、そういうもの

もあろうかと思います。それは、常日ごろ

から少なくとも建設水道部は見ている話だ

と思いますので、そういう書類が完備しな

ければ、処理できないものかどうか。とい

うことは、やはり復旧というものを速やか

にするためには、最低限の書類をもって着

手に当たらせるという工夫も必要ではない

かという観点も、ついでに申し上げておき

ます。

災害というのは、雨降った時ばかりが災

害ではなくて、復旧をもって初めて公の道

路に供するわけですから――これは、例え

ば道路の話をすればです。林道もそうだと

思います。そういう意味で、今後ともそう

いう視点で物事を運ぶべきではないかとい

うことを釈迦に説法でありますけれども、

十分心得て、業者に対しても強く求めてい

く。速やかに復旧してくださいと。これは

日にち的なことです。表向きの５０日間と

いう工期があったにしても、その趣旨は十

分理解してもらう努力は、行政もすべきで

はないかということを申し上げてやめてお

きますけれども、努力をしてください。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 前段の部

分につきましては、私どもも吉住議員と同

様の気持ちでございます。その旨を私ども

も伝えてはおりますが、再度、伝えてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。

また、後段の部分については、今回それ

ぞれ工事の規模の違いががありますけれど

も、修繕料ということで、業者にも事前の

書類など大きく手間がかからないような形

で進めさせていただいている部分もござい

ます。内容、ケースに応じて、対応させて

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 確認を１点させて

いただきたいと思います。

１５ページでございます。４款２項のご

み処分場維持管理事業費の増についてであ

ります。

私も聞き漏れがあったかもしれないので

もう一度お聞きしたいのですが、放流水の
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濁りが発生して雨水管等との工事修理があ

って、このような事業費がかかると理解し

ているつもりでございますが、そこで総務

部長が応急措置であるというように説明さ

れましたが、これからまた本格的な工事が

この後発生するのかどうかということをお

尋ねいたします。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） ただいまのご

み処分場維持管理事業費の増でございます

けれども、台風によります大雨に伴いまし

て、第Ⅱ期埋立処分場の滞留水の水位が上

昇したことに伴いまして、水圧により地下

水、集排水管の点検マンホール継ぎ目から  

水が流入したと考えております。この対応

に要する応急処理経費と、今回滞留水が下

がった後のマンホールの補修料５４万９,０

００円も含めまして、今回応急措置費と修

繕料を合わせた金額で補正をさせていただ

いておりますので、御理解願いたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） もう一度聞きま

す。応急処置のほか、本格的な工事がこの

後あるのかどうかという話です。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 大変申しわけ

ございません。予算は、今回補修費も全部

含めた金額でございますので、応急処置が

終わった後に補修を行う金額を計上してお

ります。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） １５ページの災害

対策事業費の関係ですけれども、直接予算

にかかわるということよりも、今回町で

は、避難所の運営マニュアルなどを策定し

て、しっかりと避難住民に不安を与えない

ような対応をされたのだろうと思いますけ

れども、今回の日の出地区の避難の中で、

新たにマニュアル等で想定していないよう

な課題等、そういったものがあったのか、

なかったのか、その点についてお尋ねした

いと思います。

それから、その下の感染等予防対策事業

費の中で、実際に防疫の戸数が何戸あった

のかをお知らせいただきたいと思います。

次に、１７ページの体育施設費の関係で

ございますけれども、先ほどの説明の修繕

料の中には、パークゴルフ場の洗掘等の修

繕も含めて、御説明がありました。これに

よって、いわゆる既存コースの利用再開の

見通しと、あわせて平成２８年度で新たに

コース整備をするというようなことでの今

回の台風被害による影響がどういう状況に

なっているのかについて、御説明をいただ

きたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １点目の、今

回の日の出地区、美幌中学校における避難

所の運営でございます。マニュアルに基づ

いた避難所の設営なども１回事前に研修等

を職員はさせていただいたところで、今回

もマニュアルに従って避難所の運営をさせ

ていただいたところでございます。

特段、大きな問題、それから改善すべき

点等については、従事した職員にも意見を

聞きましたけれども、特に上がってきてお

りませんので、おおむねマニュアルどおり

でいけると考えております。

ただ、期間が長くなったりしたときの職

員体制をどうするか、あるいは複数避難所

を開設したときの職員をどうするかという

課題はあろうかと思いますけれども、今回

の避難所運営については、大きな課題等に

ついては今のところ上がってきておりませ

ん。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） パークゴルフ

場の被害状況とその対応について、御説明

を申し上げます。

今回予算の中では、パークゴルフ場に水

が上がり、通路部分の洗掘が起きたという
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ことで、この砂利入れを行うために５９万

円ほどの専決をさせていただいたところで

ございます。

今年度、パークゴルフ場の再整備とグリ

ーン等の修繕も予算を持っておりまして、

ちょうど発注を８月に終え、これからやろ

うという時期に、この台風の被害を受けた

という状況にございます。

今後の状況でございますけれども、９月

１０日に大正橋コースの一部についてはオ

ープンさせていただきました。それで、メ

ーンのつつじ・いちい・さくらの３コース

については、ちょうど再整備と修繕を行う

時期が重なったということで、今シーズン

は使用ができないという状況にございま

す。それと、一番上のしらかばコースにつ

いては、あわせて再整備を行った後に、１

０月の段階で一部利用ができるかと考えて

いるところでございます。

以上でございます。よろしくお願いいた

します。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 台風被害に伴

います消毒の件数でございますけれども、

希望者に対しまして、住宅周りの消毒を職

員が、床下希望者に関しましては消石灰を

配布するという形で、９月２日に実施いた

しました。

日の出地区からの希望者は５２戸で、床

下と敷地両方やった方が４５戸、敷地の消

毒のみという方が４戸、床下のみが３戸で

ございますが、日の出地区以外にも希望の

ありました栄町地区、美芳地区各１戸、床

下のみなのですけれども、消石灰を配布し

ております。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 防災マニュアルで

の対応が適切にできたということで、よか

ったのではないかと思います。期間も短か

ったとか、複数開設していないということ

などで、マニュアルでは想定されないよう

なことなどが当然出てくることがあるかと

思いますので、適宜見直しを進めていただ

きたいと思います。

それで今、１７ページのパークゴルフ場

の関係の説明がございました。

大正橋コースは既に使えるようになって

いるという情報の発信というのは、教育委

員会で――私もたまたま質問したのは、美

幌新聞か何かで、情報を承知した程度です

ので、町としてどのような形でこの再開の

ことについて周知しているのかということ

を、まず知らせていただきたいのと、平成

２８年度で新たに整備する部分について、

発注をして、作業に係る段階での被災だと

いうことなのですけれども、結果として、

今回それらの発注したものが、当初の発注

の工期内に全て完了できる見通しなのか、

それとも場合によっては今年度中に、工事

あるいは施工をすることが難しくて、延期

せざるを得ないような状況等が出てくるの

かどうか、その辺を災害復旧関連のことで

お知らせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの御質問ですけれども、町民に対する

周知でございますが、９月８日に復旧作業

をパークゴルフ協会、体育協会を含めて、

１０５名で復旧作業をしております。

その際に、パークゴルフ協会には、９月

１０日に大正橋コースをオープンしますと

いうことを口頭で説明をさせていただき、

翌日コースの掲示板に貼りまして、町民に

は周知をさせていただきました。それとあ

わせまして、町のホームページに大正橋コ

ースの一部オープンということの掲載をさ

せていただいております。また、地元新聞

等でも周知をさせていただいたところでご

ざいます。

あと、再整備の工事でございますけれど

も、復旧作業とあわせまして、施工業者と

協議をいたしまして、スケジュールの組み
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かえを行いまして、年度内に実施できる方

向で調整を図っているところでございま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私はホームページ

を見ていないで、地元紙を見て承知してい

たので、わかりました。いずれにしても、

多くの利用者の皆さんがそういう状況を知

り得ているということであれば問題ないの

かと思います。

それから再整備のほうも、今の話ですと

発注した内容で年度内には全て終わるとい

うことで、特に次年度に繰り越すというよ

うなことが発生しないということですか

ら、安心できました。了解いたしました。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 今回の７号・９

号・１１号の災害復旧の予算全体を通して

ですが、予算書の中では、全額一般財源と

いうことで、補助あるいは交付金など、財

源の手当の見通しはどうなっているのかと

いうことをお聞きいたします。１件当た

り、そう多額ではないということで、なか

なかそこまで救済はされないのかとも思い

ますが、箇所数も多いというようなこと

で、今回町民的な感心もあるので、そこの

部分の見通しについて、お示しをいただけ

ればと思います。見通しが全くないという

のであれば、それはそれで仕方がない話で

すが、お聞きします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今回、歳出の

１４款、災害復旧費で計上させていただい

ております修繕等について、現在一般財源

で計上させていただいておりますけれど

も、今、単独災害復旧事業の起債の申請、

協議を財務局とさせていただいているとこ

ろでございます。これは、充当率と普通交

付税での措置がございますけれども、これ

らの見通しがつき、該当することになれ

ば、後に財源振りかえの中で補正計上をさ

せていただきたいと考えているところでご

ざいます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、承認第１２号専決処分の承認

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

暫時休憩します。

再開は１３時１５分といたします。

午前１１時５７分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 承認第１３号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 承認第

１３号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の２

０ページをお開き願います。

承認第１３号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求める。

２１ページをごらん願います。

専決処分書。

交通事故賠償金の支払いのため急を要す

るので、地方自治法第１７９条第１項の規
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定により、次のとおり専決処分する。

専決日につきましては、平成２８年８月

２１日であります。

損害賠償の額の決定及び和解についてを

御説明申し上げます。

御説明の前に、この事故は町が第一当事

者となりました事故でございます。被害者

となられた方、また関係者の皆様に大変な

御迷惑をおかけしましたことにおわび申し

上げます。

この事故は、平成２８年２月２９日に除

雪作業中、交差点における町除雪ダンプト

ラックと乗用車による人身交通事故で、町

は、被害者の吉田敏幸様に損害を与えてお

りましたが、その損害について、平成２８

年８月２１日に賠償額の合意をいだきまし

た。この事故につきましては、通院・加療

に長期間を要し、また、車両の損傷によ

り、被害者の方に物心両面から大きな負担

を強いていることから、賠償金の早期支払

いをさせていていただくため、損害賠償の

額の決定と和解に関する専決をさせていた

だいたものであります。

記以下につきまして御説明申し上げま

す。

１、損害賠償の額、１７８万３,４６０

円。

２、損害賠償の相手方、旭川市東光１５

条９丁目１の１３にお住まいの吉田敏幸様

であります。

３、事故の概要についてでありますが、

平成２８年２月２９日月曜日午後４時ご

ろ、美幌町字田中の町道３０号道路を報徳

方面に除雪中、国道３３４号道路との交差

点において、市街地側から国道を直進して

いた相手車の運転席後部側面に衝突したも

のであります。この事故により、相手方の

吉田様には、頸椎捻挫及び右背筋痛によ

り、２月２９日から７月２９日まで、通院

加療をされております。また、車両につき

ましては、右側側面部を大きく損傷し、修

繕を実施しております。８月２１日に示談

が整い、損害賠償の額が確定したものであ

ります。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第１３号専決処分の承認

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 議案第６２号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

６２号工事請負契約の締結についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の２２

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第６２号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の３ページを

お開きいただきたいと思います。

資料２、議案第６２号関係。美幌町民会

館改築建築主体工事であります。

美幌町民会館は、昭和４４年に開館して

から４７年を経過し、老朽化や耐震化の課

題、また、平成２４年に改築いたしました

びほーるとの連動性を高めるため、今回改

築工事を行おうとするものであります。

工事の場所は、美幌町字東２条北４丁目



－ 125－

９番地の９及び２１番地の２、美幌町字東

３条北４丁目７番地並びに９番地でござい

ます。

工事の概要ですが、構造は鉄骨造、地下

１階地上３階建て。

延床面積、２,５７６.２０平方メート

ル。

陸屋根・外壁・舞台設備工につきまして

は、記載のとおりでございます。

入札年月日は、平成２８年９月２日。

指名業者は、北成・津別・芙蓉特定建設

工事共同企業体ほか記載の４共同企業体で

あります。

契約金額、７億２,２５２万円。

落札率は、９８.８０％であります。

なお、消費税抜き価格は、６億６,９００

万円。

契約の相手方、三共後藤・道和・ダイイ

チ特定建設工事共同企業体。代表者、網走

郡美幌町字鳥里４丁目５番地２５、株式会

社三共後藤建設美幌支店、取締役支店長田

中和明。

契約保証金は、免除であります。

契約年月日、議決後本契約によります。

工期、本契約の日から６６０日です。仮

に、本日１５日に議決いただき契約いたし

ますと、平成３０年７月６日となります。

以上、御説明申し上げました。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６２号工事請負契約の

締結についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議案第６３号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

６３号工事請負契約の締結についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の２３

ページでございます。

議案第６３号工事請負契約の締結につい

て御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の４ページを

お開きいただきたいと思います。

資料３、議案第６３号関係。

美幌町民会館改築電気設備工事でありま

す。

改築工事の理由でございますが、さきの

議案第６２号美幌町民会館改築建築主体工

事で御説明いたした内容と同様でございま

す。

また、工事の場所も同様でございます。

工事の概要でございますが、記載してお

ります１の電灯設備工事から１６の舞台照

明設備工事のとおりでございます。

入札年月日は、平成２８年９月２日。

指名業者は、谷口・門馬特定建設工事共

同企業体ほか記載の２共同企業体でござい

ます。

契約金額、２億５,８６６万円。

落札率は、９７.３７％。

なお、消費税抜き価格は、２億３,９５０

万円でございます。

契約の相手方、電建・北新特定建設工事

共同企業体。代表者、網走郡美幌町字美禽

１８４番地１２、株式会社電建美幌支店、

支店長吉田忠美でございます。

契約保証金は、免除。

契約年月日、議決後本契約によります。
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工期、本契約の日から６６０日で、仮

に、本日１５日に議決いただき契約いたし

ますと、平成３０年７月６日となります。

以上、御説明申し上げました。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６３号工事請負契約の

締結についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第６４号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

６４号工事請負契約の締結についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の２４

ページでございます。

議案第６４号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の５ページを

お開き願います。

資料４、議案第６４号関係。

美幌町民会館改築機械設備工事でござい

ます。

改築工事の理由等については、さきの議

案第６２号で説明した内容と同様でござい

ます。

また、工事の場所も同様でございます。

工事の概要ですが、記載しております１

の屋外給水設備工事から、１３の厨房器具

設備工事のとおりでございます。

入札年月日は、平成２８年９月２日。

指名業者は、そうけん・船橋西川・安全

建設特定建設工事共同企業体ほか記載の３

共同企業体でございます。

契約金額、２億８８万円。

落札率は、９７.５８％であります。

なお、消費税抜き価格は、１億８,６００

万円。

契約の相手方、オホーツク・四ツ輪・共

栄特定建設工事共同企業体。代表者、網走

郡美幌町字仲町１丁目１５番地、株式会社

オホーツク設備、代表取締役高橋清文。

契約保証金は、免除であります。

契約年月日、議決後本契約によります。

工期、本契約の日から６６０日です。仮

に、本日１５日に議決をいただき契約いた

しますと、平成３０年７月６日となりま

す。

以上、御説明申し上げました。御審議の

ほどよろしくお願いを申し上げます。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６４号工事請負契約の

締結についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 議案第６５号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

６５号網走地方教育研修センター組合規約

の変更についてを議題とします。
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直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２５ペー

ジになります。

議案第６５号網走地方教育研修センター

組合規約の変更についてでございます。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、網走地方教育研修センター組合規約を

次のとおり変更する。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の６

ページをお開きいただきたいと思います。

資料５、議案第６５号関係。

網走地方教育研修センター組合規約の変

更についてでございます。

改正目的につきましては、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴いまして、新教育長の設置及び任期、そ

して文言等の整理をするものでございま

す。

改正内容でございますけれども、教育委

員会の委員を、教育委員会の教育長及び委

員に改正、また、教育長・委員の任期につ

いて、追加を行うものでございます。あわ

せて、施行令改正に伴います条文整理を行

おうとするものでございます。

根拠法令等につきましては、地方自治

法。

施行日につきましては、北海道知事の認

可の日となっております。

なお、７ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照いただきたいと思い

ます。

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６５号網走地方教育研

修センター組合規約の変更についてを採決

します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第９ 議案第６６号

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

６６号美幌町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の２６ペ

ージをお開き願います。

議案第６６号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について。

美幌町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制

定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の８ページを

お開き願います。

資料６、議案第６６号関係。

改正の目的でありますが、介護保険法の

改正により、利用定員１８名以下の小規模

な通所介護事業所については、生活圏域に

密着したサービスであることを踏まえ、市

町村が指定する地域密着型通所介護に位置

づけされました。これに伴い、条例を改正

するものであります。

改正内容につきましては、国の基準と異

なる内容を定める特別な事情や特性がない

ことから、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準に準じ
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て、第３章の３として地域密着型通所介護

に関する基準を追加するものであり、第１

節で基本方針、第２節で人員に関する基

準、第３節で設備に関する基準、第４節で

運営に関する基準、第５節で指定療養通所

介護の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準を規定するものであり

ます。なお、第５９条の１９、記録の整備

において規定する諸記録の保存期間につい

ては、国の基準である２年間を、他の地域

密着型サービスと同じく５年間としていま

す。また、地域密着型通所介護の新たな基

準を踏まえて、認知症対応型通所介護事業

者に対する６カ月に１回以上の運営推進会

議開催の義務づけ規定及びこれらの改正に

伴う条文の整理を行うものでございます。

新旧対照表は、９ページから４３ページ

でございます。

根拠法令等は、介護保険法。

施行日は、公布の日からです。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今回の条例の一部

改正の関係でありますけれども、対象事業

所となる施設が美幌町に何カ所あるのかに

ついて、まず教えていただきたいと思いま

す。

それから、今回、運営推進会議の開設を

義務づけられておりますけれども、これを

見ますと、いわゆる地域包括センターの職

員のほか、この事業に知見を有する者等と

書いてありますが、この知見を有する者等

の中に行政の職員の立場で、この会議に参

加するようなことが考えられるのかどうか

について説明いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） まず１点目で

ございますけれども、地域密着型通所介護

の事業者があるか、ないかということでご

ざいますけれども、平成２８年３月３１日

現在で、通所介護事業としての指定を受け

ている定員１８名以下の事業所につきまし

ては、ことしの４月１日より事業所所在地

の市町村から地域密着型通所介護の指定を

受けたという形になりまして、以前、道の

指定を受けておりました。美幌町で１カ

所、デイサービスセンター、名前はみんと

美幌の事業所が、道から町のほうにみなし

指定という形で受けておりまして、指定期

間は平成３０年８月１日まで、既に指定を

受けておりますので、この期間まで道のみ

なし指定の事業所という形になります。

続きまして、２点目の運営推進会議でご

ざいますけれども、地域との連携を図るた

め、提携しているサービス内容を明らかに

して、事業所による利用者の抱え込み等を

防止して、地域に開かれたサービスとする

ということで、サービスの質の確保を図る

ことを目的に設置する協議会でございまし

て、会議につきましては、事業所が主催

し、考えられるのは町職員、包括支援セン

ター職員、地域の関係者、例えば自治会長

だとか民生委員などが参集して開催される

という考え方になっておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） この会議の構成員

の中には町職員も、おそらく運営のための

会議の構成員として町に要請もあるのかと

思いますけれども、その場合、包括支援セ

ンターはわかりますが、行政の場合はどう

いう立場の人がこの会議に出席をするの

か、その辺、もし所管する部分が決まって

いればお教え願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 今はまだ要請

を受けておりませんので、はっきりしてお

りませんが、他の運営推進会議等につきま

しては、今のところ主査職の職員が会議の

中に参画しておりますので、同じような形
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になろうかと考えております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第６６号美幌町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 議案第６７号

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第６７号美幌町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の４７ペ

ージをお開き願います。

議案第６７号美幌町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について。

美幌町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の４４ページ

をお開き願います。

資料７、議案第６７号関係。

改正の目的でありますが、介護保険法の

改正により、地域密着型通所介護が創設さ

れ、新たに地域との連携や運営の透明性を

確保する運営推進会議の設置などの基準が

設けられました。これに伴い、条例を改正

するものであります。

改正内容につきましては、国の指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準に準じて、介護予

防認知症対応型通所介護事業者に、６カ月

に１回以上の運営推進会議開催の義務づけ

規定及び改正に伴う条文の整備を行うもの

でございます。

新旧対照表は、４５ページから５０ペー

ジでございます。

根拠法令等は、介護保険法。

施行日は、公布の日からです。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 先ほどと同じよう

に、対象の介護事業所についてお知らせい

ただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 今回対象とな

るのは、介護予防認知症対応型通所介護事

業所でありまして、美幌町ではすろー・ら

いふ美幌が対象となりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。
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これから、議案第６７号美幌町指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 議案第６８号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第６８号美幌町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の４９ペ

ージをお開き願います。

議案第６８号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について。

美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の５１ページ

をお開き願います。

資料８、議案第６８号関係。

改正の目的でありますが、建築基準法施

行令の改正に伴い、国の家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準が改正された

ことに伴い、同基準に準じて条例を改正す

るものであります。

改正内容につきましては、建築基準法施

行令の改正に伴い、４階以上の階に保育室

がある小規模保育事業所及び事業所内保育

事業所に設ける屋内避難階段の構造に関す

る取り扱いを国の基準と同様の内容に改正

するもので、屋内と階段室の間にある付室

における窓もしくは排煙設備の設置義務に

ついて、火災時に煙が付室を通じて階段室

に流入することを防止できる構造等でよい

ものとするものでございます。また、施行

令の改正に伴う引用条文の整理を行うもの

であります。

新旧対照表は、５２ページから５５ペー

ジでございます。

根拠法令等は、建築基準法施行令、家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基

準。

施行日は、公布の日からです。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） ４階以上の保育

室ということですので、美幌には該当しな

いと思いますけれども、家庭的保育事業と

いうのは、美幌にあるのかどうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） ただいまお話

のあったように、美幌町には４階以上の構

造がありませんが、家庭的保育事業につき

ましては、規定は利用定員５名以下の保育

者の居宅、その他の場所で家庭的な雰囲気

の中で保育を実施する事業の基準でござい

ます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ５名以上という

ことは、美幌には今のところないというこ

とですね。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 利用定員５名

以下でございます。

美幌町には今この基準に基づく届け出も
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ありませんし、保育事業はございませんの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第６８号美幌町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定につい

てを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

暫時休憩いたします。

再開は１４時といたします。

午後 １時４８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時００分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 議案第６９号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第６９号平成２８年度美幌町一般会計補正

予算（第５号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案５１ペー

ジになります。

議案第６９号平成２８年度美幌町一般会

計補正予算（第５号）について御説明を申

し上げます。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,７４４万７,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０３億３,８０４万

６,０００円とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は第２表、地方債

補正により御説明申し上げますので、５４

ページをお開きいただきたいと思います。

第２表、地方債補正でございます。

農業生産基盤整備事業の６０万円の限度

額の増でございますけれども、これにつき

ましては、稲都福梅地区の事業費調整で、

２,０００万円の事業費が増となっておりま

す。これに伴います増額で、過疎債のソフ

トを予定しております。

その下の除雪車両整備事業につきまして

は、平成９年のグレーダ更新事業で、社会

資本整備総合交付金を当初２,２００万円と

見込んでおりましたが、内示で３１０万円

となり、１,８９０万円の減となったことか

ら、その財源を起債に求めるものでござい

ます。起債の種類につきましては、辺地債

でございます。

次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、議案６３ページをお開きいただき

たいと思います。

歳出について御説明を申し上げます。

会計管理事業費の増、１４８万円につき

ましては、７月１日付の人事異動によりま

して、出納審査担当が１名減となったこと

から、３月までの事務補助分の賃金の補正

を行おうとするものでございます。

その下の政策推進事業費の増でございま

す。各種行事等報償、それから消耗品費、

広告料、業務等委託料につきましては、平

成２９年に美幌町１３０年を迎えることに

なりますけれども、その際、ロゴマークを

募集、作成するための経費として、それぞ

れ補正をしようとするものでございます。

なお、平成２９年度４月からの使用可能と

なるように、本年度中に募集、選定を行お

うとするものでございます。
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それから、三つ目の印刷製本費１６万５,

０００円の増でございますけれども、これ

につきましては、第６期総合計画書の配布

対象者をふやしたことに伴います増刷を行

うための補正でございます。

補助金、まちづくり参画プロジェクト補

助金６３万４,０００円でございます。美幌

伝道大使推進協議会に補助するものでござ

いますけれども、内容につきましては、美

幌版総合戦略に基づく事業でございまし

て、美幌高校の地域資源マテリアル班が中

心となりまして、資源循環型農業のテキス

トを利用しながら、小・中学生への出前授

業、あるいは美幌高校のフィールドを活用

した食育などを行うための協議会に対する

補助金でございます。

その下の運転免許自主返納者交通費助成

６４万円の増額でございます。これにつき

ましては、本年度より６５歳以上の方、ま

たは障害者手帳をお持ちの方で運転免許証

を自主返納された場合について、２万円の

バス・タクシー利用券の助成の制度化をし

て、今年度につきましては、昨年４月１日

以降に返納された方も対象として、当初１

００名分の予算を計上させていただいたと

ころでございます。しかし、７月末で８４

名の返納実績があることから、年間返納者

を１３２名と見込みまして、不足分の３２

人分について補正を行おうとするものでご

ざいます。

その下、積立金２万円でございますけれ

ども、これは７月１５日に、青森県六戸町

在住の川村すみ様から、故中川政一様が生

前美幌町にお世話になったお礼にと御寄付

をいただいたものを積み立てするものでご

ざいます。なお、今補正後の各種基金の年

度末残高については、参考資料の５６ペー

ジに記載をしておりますので、参考として

いただきたいと思います。

その下の障害者自立支援事業費の増８１

３万２,０００円でございますけれども、こ

れは平成２７年度の障害者自立支援給付費

及び医療費に係る国及び道の負担金が確定

したことに伴います返還金でございます。

次に、６５ページをお願いいたします。

予防費の個別予防接種委託料９６万８,０

００円の増でございます。これは予防接種

法の改正によりまして、Ｂ型肝炎がＡ類疾

病に追加をされ、ワクチンの定期接種が行

われることとなったことから、その委託料

について補正をするものでございます。な

お、本年４月１日以降に生まれた子供を対

象といたしまして、１歳未満の子で生後２

カ月、３カ月、７カ月から８カ月の計３回

接種をすることとなっております。

その下の保存木等保全補助金２０万円で

ございます。これにつきましては、台風で

の強風によりまして、町が指定しておりま

す青山北、青山氏所有の保存庭園の樹木が

倒木いたしまして、その庭園内のほかの樹

木損傷につながる恐れがあることから、撤

去費の一部を、条例に基づき補助をしよう

とするものでございます。なお、２０万円

につきましては、条例上の上限額でござい

ます。

それから、農林水産業費、農業振興費の

新規就農者等支援事業補助金１００万円の

増でございます。これにつきましては、新

規農業従事者奨励補助金の増でございまし

て、当初１０名を予定していたところでご

ざいますけれども、１１名が見込まれるこ

とによります１名分の増でございます。

それから、農地費の道営土地改良事業費

の増４００万円につきましては、先ほど町

債で説明をいたしました、稲都福梅地区の

事業費調整による増で、２,０００万円の増

加分に対します地元負担２０％分につい

て、計上をさせていただいているところで

ございます。

次に６７ページになります。

みどりの村維持管理事業費でございま

す。修繕料２５８万２,０００円につきまし

ては、グリーンビレッジの真空式温水ボイ

ラーに不具合が生じたため、このボイラー
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の更新を図るものでございます。負担金の

２９８万９,０００円の減につきましては、

みどりの村振興公社職員退職に伴います負

担金の減でございます。

次に、林業総務費の森林公園管理業務委

託料１０２万４,０００円の増でございます

けれども、これにつきましては、みどりの

村振興公社の職員退職に伴いまして業務の

一部を外部委託するための補正でございま

す。

続きまして、７款商工費でございます。

移住定住促進事業費の増でございますけれ

ども、消耗品費の１万円、通信運搬費の３

万４,０００円、手数料の４,０００円につ

きましては、昨年７月にオープンいたしま

した移住体験住宅、四季彩美幌の利用者の

要望の中で、インターネット環境の整備を

していただきたいという声が強かったもの

ですから、その整備を図るための金額をそ

れぞれ補正しているところでございます。

それから二つ目の修繕料１７万７,０００

円につきましては、同じく四季彩美幌の水

道給水管にさびが付着しているため、給水

管の取りかえを行おうとするものでござい

ます。

続きまして、土木費、除雪対策事業費の

減５４６万９,０００円の減につきまして

は、除雪グレーダ更新の入札執行残に伴う

整理でございます。

それから、堤内排水対策事業費、ポンプ

設置等委託料３４０万円につきましては、

今後の大雨に備え、必要な経費について計

上を図るものでございます。

次に６９ページでございます。

業務等委託料、ストレスチェック委託

料、その下の相談業務委託料につきまして

は、小・中学校の教職員を対象として、メ

ンタルの不調を未然に防ぐ目的で実施をす

るものでございまして、１６２名分につい

て計上をさせていただいているところでご

ざいます。なお、業務委託料の１０万円に

ついては、国保病院に支払いをするもので

ございます。

その下の小学校管理事業費、積立金１２

万７,０００円でございますけれども、これ

につきましては、東陽小学校の学校林売り

払いによる積み立てを行うものでございま

して、売り払い代が９８万９,２８０円の７

割、６９万２,０００円を積み立てるもので

ございますけれども、当初５６万５,０００

円の予算計上をしておりますので、差額の

１２万７,０００円を追加で補正をお願いす

るものでございます。なお、売払代の残り

の３割については、備品購入費に充当する

ものでございます。

それから、その下の小学校特別支援学級

振興事業費の増８６万７,０００円につきま

しては、東陽小学校の特別支援学級を現在

職員１２名で２６名の児童を支援している

ところでございますけれども、新たに入っ

た１年生に個別支援の子供が多いことか

ら、介助員１名を増員するための経費につ

いて計上させていただいたところでござい

ます。

その下の中学校費、庁用備品３７万８,０

００円につきましては、北中学校の牛乳保

冷庫、平成９年のものでございますけれど

も、これがコンプレッサーの故障によりま

して、保冷能力が低下していることに伴

い、その更新を図ろうとするものでござい

ます。

それから、一番下の図書館活動促進事業

費の増５万円でございますけれども、これ

は５月２８日の第６９回花祭りにおいて、

美幌仏教振興会様から、図書館の蔵書に役

立ててほしいと御寄附をいただいたものに

より、購入を図ろうとするものでございま

す。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、議案５９ページにお戻りいただき

たいと思います。

歳入について御説明を申し上げます。

農業費分担金１５０万円につきまして

は、稲都福梅地区の事業費調整に伴う２,０
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００万円の増に対する７.５％の受益者分担

金でございます。

その下の１,８９０万円の減につきまして

は、除雪グレーダを当初２,２００万円と見

込んでいたものが、３１０万円ということ

で、１,８９０万円の減でございます。

農業費補助金の１８７万５,０００円につ

きましては、稲都福梅地区の事業費調整に

係る増でございまして、それぞれ６２万５,

０００円と１２５万円の増額でございま

す。

それから、女満別空港ビル出資配当金６

０万円の増額でございます。これにつきま

しては、町が保有しております４００株に

対する１株当たり１,５００円の配当金でご

ざいます。

それから、その下の学校林売払代の増と

いうことで、先ほど御説明いたしましたと

おり、東陽小学校の田中学校林の売り払い

代金が確定したことに伴いまして、当初予

算８０万７,０００円と売り払い代金の差額

について補正を図るものでございます。

それから、その下の社会福祉費寄附金の

増２万円につきましては、先ほど歳出で御

説明申し上げました、川村すみ様からの寄

附金でございます。

その下の５万円につきましても、歳出で

御説明を申し上げました、美幌仏教振興会

様からの寄附金でございます。

その下、前年度繰越金の増１,７９８万

８,０００円でございますけれども、今回の

補正に係る財源として、平成２７年度決算

に係る繰越金を充てるものでございます。

次に６１ページになります。

雑入の中の物品等売払の増でございます

けれども、この増額については、主に鉄く

ずの売り払いによる増額の補正でございま

す。

町債につきましては、先ほど第２表で御

説明をいたしましたので、省略をさせてい

ただきたいと思います。

以上、御説明を申し上げました。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） ６３ページになり

ます。会計管理事業費の増で、臨時職員賃

金１２８万２,０００円ですが、私の聞き違

いかもしれないのですけれども、先ほどの

説明で、７月１日で出納審査の人が１名減

ったという説明でしたが、減ったのだった

ら、これはマイナスになるかと思ったの

で、なぜプラスになったのか質問いたしま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） ここにいた職

員については、職員給与費で予算を計上さ

せていただいております。７月１日の人事

異動でその職員１名分について、ここに欠

員を生じてございます。その欠員が生じた

分を臨時職員で対応を図るための今回の予

算計上でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君） ６５ページの真ん

中の緑化推進事業費の増のところでありま

すけれども、保存木が倒れたと言っていま

したけれども、どの程度、およそ何本くら

い倒れたのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 倒れましたの

は、美幌町青山の美幌町指定保存庭園とい

うことで、美幌町緑の保全及び緑化の推進

に関する条例において保存庭園を指定して

おりますが、この中のハルニレ、大体幹周

り８０センチ程度、樹齢については不明な

のですけれども、１本が倒木したものでご

ざいますので、これの環境保全のための処

理に関する助成を行うものでございます。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） まず一つ目は、
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６７ページのみどりの村維持管理事業費の

減ということと、それに結果として、林業

費のこともあわせてお聞きしたいのです。

主旨としては、私は、長く議員をやってお

りますが、みどりの村振興公社管理運営

は、どこまでが仕事で、どこまで管理しな

くてはいけないかということで、常に疑問

に思い、自分自身で整理できなかったこと

があったもので、このページでいう２９８

万９,０００円の減、退職という事情があっ

てですが、そのかわりにみどりの村がやっ

ていた仕事の一部として、森林公園管理事

業委託料が発生したというお話だったと思

いますので、そこら辺の説明を求めたいと

思います。

また、微妙な計算があるにしても、みど

りの村の２９８万９,０００円が減って、委

託料が１０２万４,０００円ふえた。簡単に

い言えば、差額として１９０万円超えるぐ

らいのお金になっている。管理というの

は、今後どうされようとしているのか。そ

ういうこともあわせてお聞かせ願いたいと

いうことです。

大きい意味の二つ目、６７ページの土木

費の、堤内排水対策費３４０万円の積算根

拠。専決処分のときに、樋門が何カ所で幾

らという組み立てでなさっていると思うの

ですが、ここであえてお聞かせ願いたいの

は、基本的には大雨等の災害準備をするた

めのお金を、今回も見越して出してきたと

いう思いがあるのですけれども、そこで不

思議に思うのは、総務費の関係で計上にな

っていない部分もある。ですから、これは

土木費だけで、今後の大雨の対応がしきれ

ると思っているのかどうか。これは総務費

の関係で計上になっていないのは、本当は

聞いてはいけないと思いながらも、見越し

として、３４０万円で全てが総務費もかか

らないでできるという意味合いのことをど

う理解していいのか。今までの給与費や今

後見越しの中でうまくできますと言うので

あれば、それでいいのですけれども、過去

の経験の話を少しさせてもらいますと、除

雪費の委託費は見たけれども、臨職の賃金

はずっとおくれて補正を組んだという経緯

がありますので、連動するものはしっかり

連動させて、補正なり要求すべきだという

ことがありますので、これはまたぐ話です

けれども、説明できる範囲内でこの２点、

お教え願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） それでは初め

に、みどりの村維持管理事業費の関係でご

ざいますが、１点目の、みどりの村振興公

社管理運営費負担金につきましては、みど

りの村の嘱託職員・臨時職員９名分の人件

費を計上しております。

こちらが３月末をもって、契約職員１名

と嘱託職員３名が退職いたしました。後任

といたしまして、嘱託職員２名と、パート

職員１名、そして、本来でありましたら、

嘱託職員をもう１名雇用するところでござ

いましたが、都合によりまして、その確保

がおくれております。

そして、その間の業務につきましては、

主に森林公園キャンプ場でございますが、

こちらの斜面の草刈り、広場の草刈り、環

境整備等業務をみどり就労センターに委託

しております。このため、この事業費用の

１０２万４,０００円を、森林公園管理業務

委託料に増額させていただこうとするもの

であります。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 土木費で

今回補正をさせていただいております３４

０万円の内容でございます。

こちらは、ポンプの樋門管理です。樋門

９カ所のポンプの設置費、作業員配置のた

めの費用、リースのポンプ発電機の費用を

２日間見込んで３４０万円として計上して

おります。それと、これに伴う、直営作業

員の費用でございますが、当初予算の中で

対応できるということで連動はさせており

ません。今回はポンプ設置費のみを補正さ
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せていただいておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私の頭の中がま

だ整理できていないので、まず一番最初の

振興公社について。結果として、今まで人

を多く雇用できないでいて、すぐさま補正

をかけていますので、僕は年度というの

は、平成２９年３月３１日まであると思っ

ているのです。みどりの村というのは、シ

ーズンの途中だとは思いながらも、こうい

う意味で言えば１０９万円の仕事量がなく

てもみどりの村は運営できるのかというこ

とです。差し引き計算で言えば１９７万円

です。もちろん、１年通してなさっている

ことですけれども、今の段階でしっかり出

てきているということは、何回も言います

けれども、私の感覚として、１９７万円分

が今まで過剰に使っていたという意味合い

にもとれる。不用額だからこういう減額補

正を出してきているのだろうと思うのです

けれども、今後も含めて仕組みがよくわか

らない。これは今、答弁できることとでき

ないことがあろうかと思いますけれども、

私の聞こうとしていることは、そういうこ

とだということであります。

次に、堤内排水について、今、建設水道

部長が答えてくれた範囲内はそうだと思う

のです。ひっかけて悪かったのは、建設水

道部長の分野を超えるかもしれませんが、

これに連動して、大雨のときは総務費もか

かるのでしょと。そういうことを勘案した

場合、今回の３４０万円が多い、少ないで

はなくて、連動して見ておくべきものはな

いのかということです。というのは、台風

関係の専決処分の予算書で、これはもう通

過した話ですけれども、そういう意味で連

動しているものがやはりあるだろうという

思いがあったものですから、そこら辺の整

理という意味で、これは誰がお答えになる

かわかりませんけれども、いやいや今回３

４０万円分の委託料を見ていますけれど

も、総務のほうではかかりませんよという

思いでいらっしゃるのか、そこら辺予算の

関連でわからないものですから、今回お教

え願いませんかという趣旨で、言わせてい

ただいたものです。

ただ、これは建設水道部長に聞いても困

る話だと思いながらも、いや今回は答えら

れませんと言うのであれば、それでも構わ

ないのですが、予算というのは、関連して

いるものはしっかり予算化すべきだという

思いがあったものですから、答えられる人

がいたら答えていただきたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 初めに、みど

りの村の関連でございますが、議員おっし

ゃるように、今回の負担金と委託料の差が

１９０万６,５００円ございます。このう

ち、主な内訳の大きなものは、退職した者

の賃金単価が大きいということと、ボーナ

ス等が含まれているということで、やめた

職員の人件費が高かったということと、採

用した者は嘱託職員ですので、ボーナス手

当等がございませんので、その差がやはり

大きいという状況でございます。よろしく

お願いします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 今回、土

木費で計上させていただいております３４

０万円は、当初予算で計上しておりました

３４０万円を８月の大雨災害で使い切ると

いうことで、これから起きうる部分の堤内

排水対策ということで、通常の堤内排水対

策費として３４０万円を増加させていただ

くものですので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 御指摘のあり

ました今回の専決においては、総務管理費

の中で災害対策事業費ということで、専決

処分をさせていただいたところでございま

す。
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災害対策の本部費含めて経費がかからな

いのかというと、恐らくかかると考えてお

ります。極力既存の予算の中で対応できる

ような形をとっていきたいと思っています

し、また、嘱託・臨時含めた賃金につい

て、今回補正をさせていただいております

が、極力職員の中で対応できるような体制

も考えていきながら進めたいと思っていま

すが、どうしても災害対応の中でかかる経

費が出てきた場合については、また専決等

で対応させていただきたいと思っています

ので、よろしく御理解をいただきたいと思

います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） これで３回目で

すから、質疑は３回というルールは守りま

すけれども、私は災害というのは、通常勤

務ではないと見ています。ですから、役場

職員には、もちろん残業手当もつけている

ところでありますけれども、そしたら、例

えば管理職は、一般業務は管理職手当で処

理できることだと思ってはいますが、通常

勤務でないものに対しては、管理職手当か

ら離れていると私は思うので、そういう意

味では少し妙な言い方になりますが、管理

職も夜を徹してお勤めになっているとする

ならば、私は当然管理職という肩書はあっ

ても、一般業務でないとするならば、きち

んとその仕事量に合わせて対応をとるべき

だと思っていましたし、しているのだと―

―例えば、部隊関係は、特に危険手当とい

うのは別につくのです。少し例え話が悪い

のですが、通常の勤務以外のときに出たと

すれば――そういう関連も今後私は――こ

こは一般質問の場ではないのですけれど

も、しっかり整理しておかないと、ことし

の１月、２月に、除雪費を補正し、結果と

しては余りました。余りましたけれども、

連動するものはしっかり整理されておくべ

きだろうと思います。

これは意見になって申しわけないのです

が、ただもう一つ、みどりの村について、

単価の安い、高いということは、正直言っ

てわかりました。でも、また知恵がつくの

です。単価の安い方がいらっしゃっても、

みどりの村はきちんと運営できるとするな

らば、みどりの村の公社が雇用するに当た

って、初めから単価の高い人は必要ないと

思うのです。今現在しっかりやっていると

いうことですので。これ以上話すと一般質

問なりますが、そこら辺、今の説明では私

の頭の中は整理できませんが、今精いっぱ

い答えていますので、これでやめておきま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 管理職等の関

係でございますけれども、災害対応につい

て、管理職手当がこの業務についての手当

だということではなくて、管理職としての

手当として支給をさせていただいているも

のでございます。災害対応についても、基

本的にはその業務の一部であると思ってい

ますので、そういった意味からいけば、夜

を徹するかどうかは日常の業務の中でもあ

ろうかと思いますし、災害対応について

も、日常の業務であろうかと思っていま

す。

ただ、その時間帯、それから拘束時間含

めて、相当のものがあるのだろうと思って

いますし、これが続く場合もございますの

で、その辺の対応についてどうするかとい

うのは、私の立場からは答えられません

が、何かの検討が必要かもしれませんけれ

ども、一応業務については災害対応も特別

な業務というよりは、一般業務であるとい

う認識をしております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ６３ページの政策

推進事業費の１３０周年のロゴマークを選

定するための予算が計上されていると先ほ

ど説明がありました。ロゴマークの募集、
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あるいは選考方法、それから選考されてか

らの活用方法について、まずお伺いいたし

たいと思います。

次に、その下の運転免許自主返納者交通

費助成の関係。７月末現在で８４人の方が

申請されたと聞いておりますが、平成２７

年度の返上者が何人で、２８年４月以降の

返上者が何人いるのか、内訳をお教えいた

だきたいと思います。

次に６５ページ、緑化推進事業費の保存

木が倒壊したことによる撤去の補助金とい

うことで、上限２０万円ということはお聞

きしましたけれども、実際にこの樹木を伐

採処理する場合の経費は、実額でどの程度

かかるのか、もしおわかりでしたらお知ら

せいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず、最初の

１３０年記念事業のロゴマークについてで

ございます。これについては、来年の１０

月１２日に美幌１３０年を迎えるというこ

とで、広く町民からロゴマークを募集した

いと考えております。最優秀作品を２点、

これは一般の部と子供の部という形で２点

つくると。それぞれ一般の部と子供の部の

使途については、子供の部については、教

育関係で主に使っていただき、一般の部に

ついては、庁用封筒あるいは広報紙等々を

通じて、その１年間このロゴマークを使い

ながら美幌の皆さんに１３０年ということ

での郷土意識について再確認をしていただ

くという形で考えているところでございま

す。

この選定については、まだ人選はできて

おりませんけれども、審査員を選定しなが

ら進めていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 運転免

許証の自主返納者数のことでございます

が、平成２７年度でございますが、美幌警

察署管内、これは美幌町・津別町を含めた

数でございますが、年度で４６名の返納者

数がございました。２８年度、ことしに入

りまして、美幌町で受けました自主返納の

数でございますが、８月末の時点で９２名

の返納の申請がございました。以上でござ

います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 緑化推進事業

費の助成金でございますが、まだ正式に実

績をもらっておりませんけれども、見積も

りの段階では約６５万円程度かかるとはお

聞きしているところでございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） ロゴマークの募集

と活用方法についてはわかりました。一般

活用というのは何となくわかるのですが、

教育部門で子供たちにどうやって使うのか

は、これから活用の仕方を期待したいと思

います。

先ほど審査委員はまだ決まっていないと

いうことでしたが、行政以外から何人ぐら

いの方を審査員として迎えるのかというこ

とを、まずお聞かせいただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 審査員を何名

で構成して、そのうち外部からの審査員を

何名にするかというのは、まだ決めており

ません。１０月に入って募集を開始する予

定でいますので、そのときに合わせてどう

いった選考委員会をつくるか検討していき

たいと思っていますが、行政職員だけで選

考するような形は好ましくないだろうと思

っていますので、外部選定員も導入しなが

ら進めていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） わかりました。そ

れで、子供の部を選考するときに、審査す

る目線を変えて、子供の部の対象者は中学

生以下なのか小学生以下なのか忘れました

けれども、例えば小学生以下であれば、中
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高生を入れて、少し年齢の違う階層で審査

を行うような工夫があってもいいのかとも

思いましたので、別に答弁は要りませんけ

れども、ぜひ大人目線ではなくて、せっか

く子供の部もあるということですので、そ

の辺も御検討いただきたいと思います。

次に移りますが、質問した免許自主返納

は８４人の内訳を聞いたという意味で、少

し質問の仕方が十分でなかったことをおわ

びしたいと思いますけれども、そのうち２

７年に返上した人が美幌町で何名で、２８

年になってからの返上者が８４人のうち何

人いらっしゃるのかということですので、

その内訳をお知らせください。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 大変御

迷惑をかけました。８４名のうち、２７年

度の免許返納者が２８名、２８年度が５６

名となっております。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第６９号平成２８年度美

幌町一般会計補正予算（第５号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 議案第７０号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第７０号平成２８年度美幌町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の７１ペ

ージをお開き願います。

議案第７０号平成２８年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、主に過年度

補助金確定に伴う返還金等の補正を行おう

とするものであります。

平成２８年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,６５０万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３１億９,８１９万７,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、８０ペ

ージ、８１ページをお開き願います。

３、歳出。

２款、保険給付費につきましては、財源

調整でございます。

３款、後期高齢者支援金等と、その下の

４款、前期高齢者納付金等につきまして

は、それぞれ過年度分の社会保険診療報酬

支払基金の確定に伴い、１８万９,０００円

と６万４,０００円を増額補正するものであ

ります。

６款、介護納付金につきましては、過年

度分の社会保険診療報酬支払基金の確定に

伴い、介護納付金１１３万５,０００円を減

額補正するものであります。

８款、保健事業費につきましては、次の

８２ページ、８３ページをお開き願いま

す。

個別予防接種負担金１万５,０００円であ

りますが、先ほど一般会計でも御説明いた

しましたけれども、予防接種法の改正に伴

い、本年１０月から実施のＢ型肝炎予防接

種に係る国民健康保険加入者分の負担金を

補正するものであります。
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１０款、諸支出金、国庫負担金等償還金

につきましては、平成２７年度一般被保険

者の療養給付費確定に伴う療養給付費国庫

負担金の返還金１,６０２万円であります。

その下の直営診療施設繰出金につきまし

ては、平成２７年度北海道国民健康保険特

別調整交付金により交付されました、国保

病院の直診施設設備整備交付金に係る１３

５万円を補正するものでございます。

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、７８ページ、７９ページをお開き

願います。

２、歳入。

２款、国庫支出金、介護納付金負担金３

６万３,０００円の減額及び後期高齢者支援

金６万円の増額につきましては、先ほど歳

出で説明いたしました過年度分の社会保険

診療報酬支払基金の確定に伴う介護納付金

の減額及び後期高齢者支援金の増額に伴う

ものでございます。

３款、療養給付費等交付金につきまして

は、平成２７年度退職被保険者に係る療養

給付費交付金の確定に伴う増額補正であり

ます。

その下の４款、前期高齢者交付金につき

ましては、平成２６年度前期高齢者交付金

の精算による増額補正であります。

９款、繰越金につきましては、今回の補

正に伴う財源を前年度繰越金に求めるもの

でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７０号平成２８年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 議案第７１号

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第７１号平成２８年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第１号）についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の８５ペ

ージをお開き願います。

議案第７１号平成２８年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。

今回の補正につきましては、過年度補助

金確定に伴う返還金等の補正を行おうとす

るものであります。

平成２８年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ８５４万７,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７

億１,６９２万５,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

まず歳出から御説明いたしますので、９

４ページ、９５ページをお開き願います。

３、歳出。

２款、保険給付費につきましては、財源

調整でございます。

その下５款、諸支出金、過年度介護給付

費返還金８５４万７,０００円につきまして

は、平成２７年度の介護給付費、地域支援

事業費等の精算により、返還金額が確定し

たことによる補正でございます。

次に、歳入につきまして御説明いたしま
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すので、９２ページ、９３ページをお開き

願います。

２、歳入。

４款、支払基金交付金、介護給付費交付

金８５万４,０００円につきましては、平成

２７年度介護給付費交付金の精算による追

加交付金を増額するものであります。

７款、繰入金につきましては、今回の補

正財源を介護保険基金に求めるもので、６

１９万４,０００円を増額するものでありま

す。なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料５６ページに添付させていた

だいておりますが、４,２５４万７,０００

円となります。

８款、繰越金につきましては、前年度繰

越金１４９万９,０００円を増額するもので

あります。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７１号平成２８年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 議案第７２号

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第７２号平成２８年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の９

７ページをお開き願います。

議案第７２号平成２８年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第１号）について

を御説明申し上げます。

平成２８年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、平成２７年

度に実施しました終末処理場の機械及び電

気設備の更新工事の際に発生しました鉄の

スクラップ材の売却を昨年度末の３月に行

いましたので、その収入に見合う補助金の

返還を行うために予算計上を行うものであ

ります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ８万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億９,

０３６万８,０００円とするものでありま

す。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

次に１０６ページ、１０７ページをお開

き願います。

以上、御説明申し上げましたのでよろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７２号平成２８年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。
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―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 議案第７３号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第７３号平成２８年度美幌町病院事業会計

補正予算（第１号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 議案の１０

９ページをお開き願います。

議案第７３号平成２８年度美幌町病院事

業会計補正予算（第１号）について御説明

を申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入

では、緊急臨時的な医師の派遣に伴う謝金

等収入を、収益的支出では、４月に採用し

た内科医師の住宅に要する経費の補正を、

資本的収入では、国保直診施設整備事業と

して、医療機器の整備に対する国保会計か

らの補助金について補正を行おうとするも

のでございます。

第１条、平成２８年度美幌町病院事業会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第２条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明を申し上げます。

第３条、資本的収入の補正につきまして

は、記載のとおり、資本的収支の不足額を

８,３４３万５,０００円に改め、過年度分

損益勘定留保資金で補う補正を行うもので

ございます。

資本的収入の補正の内容につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げます。

第４条、他会計からの補助金の補正につ

きましては、直診施設設備整備事業とし

て、医療機器等更新に対する国保会計から

の補助金について、補正を行うものでござ

います。

１１０ページ、１１１ページをお開き願

います。

医業外収益の補正でございます。

緊急臨時的医師派遣事業謝金５６５万円

につきましては、本年４月より大空町東藻

琴診療所及び美幌療育病院に対し、診療支

援として医師の派遣を行っており、その派

遣に対し、北海道から医師確保に係る謝金

が交付されていることから、その謝金収入

について計上するものでございます。

医業支援受託料１９０万円につきまして

は、大空町東藻琴診療所への医師派遣につ

いて、女満別中央病院から支払われる診療

支援受託料を計上するものでございます。

ストレスチェック受託料１０万円につき

ましては、教育委員会の教職員のストレス

チェックに従事する医師の相談業務受託料

を計上するものでございます。

次に１１２ページ、１１３ページをお開

き願います。

医業費用の補正でございます。

消耗備品費６０万円につきましては、４

月に採用いたしました内科医師が入居する

一戸建住宅を新規に借り上げるため、その

住宅に必要なカーテン購入費として、保険

料の１万３,０００円につきましても、同様

に新規借り上げの医師住宅に係る借家人賠

償責任保険料をそれぞれ増額補正するもの

でございます。

次に１１４ページ、１１５ページをお開

き願います。

資本的収入の補正でございます。

国保会計補助金１３５万円につきまして

は、平成２７年度の医療機器購入に対し、

北海道から特別調整交付金が国保会計に交

付されていることから、国保会計から補助

金として計上を行うものでございます。

以上、御説明いたしましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） １１１ページ、

緊急臨時的医師派遣事業謝金のことであり
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ます。金額云々ではなくて、どういう計算

式というか、例えば日数がこのぐらいあっ

たなど、一定の決まり事があって謝金が決

まるものだと思っています。それとあわせ

て、国保病院の医師が派遣されていますの

で、その間、国保病院において不都合はな

かったのか。かなり無理をしたのか。余裕

があって行ったのか。そこら辺も説明して

いただきたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 緊急臨時的

医師派遣事業の積算の内訳でございますけ

れども、これは北海道からの補助金という

ことで、１回当たり５万円の金額が交付さ

れてくるものでございます。内訳につきま

しては、延べ１１３日分ということで、東

藻琴診療所につきましては１９日分、美幌

療育病院につきましては３月までの見込み

を含めまして、９４日分ということでござ

います。

２点目の医師派遣による病院の影響につ

いてでございますけれども、東藻琴診療所

につきましては、担当している内科医師の

診療がない水曜日の派遣でございましたの

で、実質大きな影響はございません。あ

と、美幌療育病院につきましては、宿直で

ございますので、病院の勤務終了後、夜の

６時から翌朝までとなってございますの

で、直接、病院の業務に支障があるという

ものではございません。以上です。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 来年３月までの

見込みも含めてという御回答でありました

が、３月までという話でとめるべきなの

か、私自身も迷っているのですが、そうな

ると、相手方の病院、医師確保も含めて、

宿直であっても、医師確保の見通し――同

じ町内にあるにしても、来年国保病院も大

変な時期を迎えるのだろうと。そういう中

で、美幌町が医師確保にも影響したら困る

と思っているところなもので、相手方のそ

ういう宿直も含めた勤務としても、見通し

をどう事務長は捉えているのか、そこら辺

のことも相手のことがあることですけれど

も、支障のない範囲内でお答えいただきた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 今回の派遣

につきましては、当然国保病院の業務に支

障がない範疇での派遣となっておりますの

で、病院に影響が出る部分につきまして

は、相手側と相談をいたしまして、影響が

出ないようにということで考えております

し、相手方の医師確保については、鋭意努

力されていると聞いておりますし、当然今

会計年度の範疇ということで、３月までの

分を見込んでおりますけれども、これは見

つかった段階でやめていくという形になる

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第７３号平成２８年度美

幌町病院事業会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 認定第１号から

日程第２２ 認定第６号まで

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 認定

第１号平成２７年度美幌町一般会計歳入歳

出決算認定について、日程第１８ 認定第

２号平成２７年度美幌町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第１
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９ 認定第３号平成２７年度美幌町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第２０ 認定第４号平成２７年度

美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第２１ 認定第５号平成２

７年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出

決算認定について、日程第２２ 認定第６

号平成２７年度美幌町個別排水処理特別会

計歳入歳出決算認定について、以上６件を

一括議題といたします。

お諮りします。

本件については、６人の委員をもって構

成する一般会計等決算審査特別委員会を設

置して、地方自治法第９８条第１項の権限

を委任し、これに付託の上、閉会中の継続

審査とすることにいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、認定第１号平成２７年度美

幌町一般会計歳入歳出決算認定から認定第

６号平成２７年度美幌町個別排水処理特別

会計歳入歳出決算認定までについては、６

人の委員をもって構成する一般会計等決算

審査特別委員会を設置して、地方自治法第

９８条第１項の権限を委任し、これに付託

の上、閉会中の継続審査とすることに決定

しました。

お諮りします。

ただいま設置されました、一般会計等決

算審査特別委員会の委員については、美幌

町議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、２番大江道男さん、４番上杉晃央さ

ん、５番稲垣淳一さん、７番早瀨仁志さ

ん、８番岡本美代子さん、１１番橋本博之

さん、以上６人を指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました６人

の方を一般会計等決算審査特別委員会委員

に選任することに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２３ 認定第７号から

日程第２４ 認定第８号まで

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 認定

第７号平成２７年度美幌町水道事業会計決

算認定について、日程第２４ 認定第８号

平成２７年度美幌町病院事業会計決算認定

について、以上２件を一括議題といたしま

す。

お諮りします。

本件については、６人の委員をもって構

成する企業会計決算審査特別委員会を設置

して、地方自治法第９８条第１項の権限を

委任し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、認定第７号平成２７年度美

幌町水道事業会計決算認定及び認定第８号

平成２７年度美幌町病院事業会計決算認定

については、６人の委員をもって構成する

企業会計決算審査特別委員会を設置して、

地方自治法第９８条第１項の権限を委任

し、これに付託の上、閉会中の継続審査と

することに決定しました。

お諮りします。

ただいま設置されました、企業会計決算

審査特別委員会の委員については、美幌町

議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、１番髙橋秀明さん、３番新鞍峯雄さ

ん、６番戸澤義典さん、９番坂田美栄子さ

ん、１０番吉住博幸さん、１２番中嶋すみ

江さん、以上６人を指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました６人
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の方を企業会計決算審査特別委員会委員に

選任することに決定しました。

暫時休憩します。

再開は１５時４０分といたします。

休憩中に、両決算審査特別委員会を開催

し、正副委員長の互選をお願いいたしま

す。

午後 ３時１０分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ３時４０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。

休憩中に開催された、両決算審査特別委

員会において、委員長及び副委員長の互選

が行われ、その結果の報告が議長の手元に

参りましたので報告します。

一般会計等決算審査特別委員会の委員長

に上杉晃央さん、副委員長に稲垣淳一さ

ん。

企業会計決算審査特別委員会の委員長に

新鞍峯雄さん、副委員長に戸澤義典さん。

以上のとおり、互選された旨の報告があ

りました。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

もはや、４時近くになりましたが、あら

かじめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

再開は１６時２０分といたします。

午後 ３時４２分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ４時２０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第２５ 意見書案第８号

○議長（大原 昇君） 日程第２５ 意見

書案第８号林業・木材産業の成長産業化に

向けた施策の充実・強化を求める意見書に

ついてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２６ 意見書案第９号

○議長（大原 昇君） 日程第２６ 意見

書案第９号「新たな高校教育に関する指
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針」の見直しを求める意見書についてを議

題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書についてを採決しま

す。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２７ 意見書案第１０号

○議長（大原 昇君） 日程第２７ 意見

書案第１０号特別支援学校の「設置基準」

策定を求める意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２８ 意見書案第１１号

○議長（大原 昇君） 日程第２８ 意見

書案第１１号ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ

貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意

見書についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。
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したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２９ 意見書案第１２号

○議長（大原 昇君） 日程第２９ 意見

書案第１２号農業・農村を崩壊させかねな

い農政改革とＴＰＰの拙速な国会承認の反

対を求める意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第３０ 意見書案第１３号

○議長（大原 昇君） 日程第３０ 意見

書案第１３号「米政策改革」の抜本的見直

しを求める意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第３１ 意見書案第１４号

○議長（大原 昇君） 日程第３１ 意見

書案第１４号指定団体制度の堅持など酪農

政策の確立に関する意見書についてを議題

とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことと決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第３２ 報告第１４号

○議長（大原 昇君） 日程第３２ 報告

第１４号健全化判断比率について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１４号健全化判断比率につ

いては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３３ 報告第１５号

○議長（大原 昇君） 日程第３３ 報告

第１５号資金不足比率について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１５号資金不足比率につい

ては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３４ 報告第１６号

○議長（大原 昇君） 日程第３４ 報告

第１６号放棄した債権の報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１６号放棄した債権の報告

については、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３５ 報告第１７号

○議長（大原 昇君） 日程第３５ 報告

第１７号平成２７年度教育委員会の主な事

務の管理及び執行状況の点検・評価の報告

について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１７号平成２７年度教育委

員会の主な事務の管理及び執行状況の点

検・評価の報告については、これで終わり

ます。

―――――――――――――――――――

◎日程第３６ 報告第１８号

○議長（大原 昇君） 日程第３６ 報告

第１８号例月出納検査報告について（５月

～７月分）。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、例月出納検査報告について（５月

～７月分）は、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３７ 閉会中の継続調査

   について

○議長（大原 昇君） 日程第３７ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申し出があります。

お諮りします。
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各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎閉会宣言

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２８年第５回美幌町議会定

例会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ４時３２分 閉会  
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